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第4回 へき地保健医療対策検討会 議事概要（案）  

日 時：平成21年12月24日（木）13：00～16：30  

場 所：三田共用会議所 大会議室  

出席者：奥野正孝委員、梶井英治委員（座長）、木村清志委員、浮田努委員、溢谷い  

づみ委員、神野雅子委員、鈴川正之委員、高野宏一郎委員、対馬逸子委員、土  

屋いち子委員、角町正勝委員、内藤和世委員、畠山博委員、前田隆浩委員、前  

野一雄委員、三阪高春委員、村瀬澄夫委員、吉新通康委員及びオブザーバー（総  

務省・文部科学省）  

【意見交換】  

＜論点整理について＞  

○高野委員：各都道府県の役割については、県の財政力によって公平・不公平が生じ  

てくる。国の関与が必要であると思う。具体的には医師の配置基準や指針の設定  

を行い、都道府県にそれを徹底させるというような取組が考えられる。  

○三阪委員：へき地に関する補助制度は出来高制であるが、これでは意識付けできな  

い。がん拠点病院のような1か所あたり補助金2，200万円で2次医療圏に一つと  

いう仕組みにすると組織が前向きになるのではないか。時間がかかっても、組織  

が強化されていくような取組をすべき。  

○高野委員：国が医師の派遣にまで踏み込まないといけないのではないか。為政者（知  

事）の考えによって、同じ国民でありながら受けられる医療に差が生じるのは問  

題ではないか。  

＜キャリアデザイン＞  

○鈴川委員：（資料3に基づき説明）  

○前田委員：今は社会人大学院もあるので、勤めながら大学院に入ることも可能。   

e－1eaTningという手法もあり、もっとフレキシブルな考えとすべきでは。10年  

とか切らなくてもよいのでは。  

○中村委員：奥野先生や澤田先生など現実の具体例を出すとわかりやすいのでは。  

○奥野委員：三重県でも同じようなことを考えている。 医師人生40年として、いろ  

いろな形の人生プランがあり、年齢に応じて必要なことをうまく入れ込んでいく  

ことが必要。  
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○村瀬委員：軸となる身分保障が必要。身分保障があって、そこを中心に他の2か所  

へ出て行くということが、望ましい。どこか軸にして合意形成すべき（個別にす  

るのは大変）。  

○鈴川委員：そのためにへき地医療支援機構の力をきちんとし、3者（大学、拠点病  

院、診療所）と機構が構成する協議会が出来て、協議会等が人事とキャリアアッ  

プを考えていかないといけない。  

○吉新委員：モデルとしてはおもしろいが、実際にやってみたらガタガタになるので  

はないか。自治体病院のニーズをきちんと把握した上で、ボリュームに見合った  

供給サイドの体力が必要。  

また、ここで提示されているキャリアデザインのモデルはあまりにもデタラメ  

だと思う。このような積み木のように、どこかでやりたいようにキャリアを積み  

重ねていけばいいという形はあり得ないと思う。初期研修・後期研修をへき地に  

行く前に決められたところできちんとやらせ、修了したことをどこかで評価する  

必要がある。そういう人たちがある程度のボリュームがそろい、これが機能すれ  

ばとてもおもしろいと思う。ただ、現実的には相当な体力がないと、それに並ぶ  

市町村長が序列を決めたりするときに、相当間に入る人は苦労すると思う。この  

キャリアデザインのモデルについては「検討する価値がある」程度の扱いでいい  

のではないか。全国的にこのモデルを一気に導入しようというのは難しいと思う。  

○木村委員：これでよいと思う。できるところからでいいのではないか。また、身分  

保障の公務員型にはこだわらなくてもよいのではないか。これも一つのモデルと  

して見ればいいのであって、我々（島根県）としてもこれを目指している。  

○鈴川委員：新潟県の特徴は、キーパーソンとして県と大学の両方を見ている人がい  

るというところにある。一人の人間が非常にうまく動いた。新潟のようにうまく  

動いているところをひっくり返してこのモデルを入れようというのではない。モ  

デルがない地域においては、このようなモデルを作ってはどうかと提案をしよう  

ということ。  

新潟のやり方とこのモデルの違うところは、キーパーソン準第で変化が起こる  

のは危ないので、今後は支援機構等、公的なところがきちんと見ていくシステム  

にした方がいいとは思う。  

○梶井座長：このモデルを参考にして、各都道府県でいろいろなキャリアデザイン作  

りに取り組んでもらいたい。  

＜へき地専門医＞  

○澤田委員：名称はどういう形になるかはわからないが、今後、へき地で勤務したと  
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いうことがある程度インセンティブにつながるような、社会的評価につながるよ  

うな時代になってほしい。名称はこれから考えるにしても、ご提案の考え方は、  

ぜひ推進していただきたい。  

○中村委員‥総合医を分類してみると、4つの類型があると思う。①北米型ER医（全   

ての疾患の初期診療に対応するもので慢性疾患はあまり診ない。）、②総合内科医   

（外傷や整形疾患は診ない。）、③クリニック型家庭医（検査手技や治療手技にこ   

だわらない人が多い。）、④へき地・離島型総合医（今回提示された「へき地医療   

専門医」と類似。）。④は本当の意味での総合医だと思う。これを専門医と表現す  

るか総合医と表現するか検討すべき。僕は総合医がいいと思う。  

○吉新委員：「へき地」は差別用語ではという議論がかつてあったと思う。そこをあ   

えて「へき地」と名乗ることは勇猛果敢であって結構だけど、格が低い感じもす  

るので、他の大きなジャンルの中の一部という位置づけであればいい。  

○畠山委員：製造現場ではPM班とBM班という二つのチームを運用した。PMとは   

PrimaryMaintenance。機械の寿命を延ばすのが任務で、総合医にあたる。BM  

とはBreakdownMaintenance。壊れた場合には専門的な人間がメンテナンスを   

行う。専門医にあたる。地方が求めているのは総合医であり、キーパーソン。PM  

とBMの技術屋にステータスの違いがないように、総合医と専門医も同じレベ  

ル・ステータスである必要があると思う。  

○三阪委員：地域医療やへき地医療に意識の高い医師を周りの医療者が認識できてい   

ない状況をなんとかできないかと思っている。その延長線上に専門医制度という  

ものもあると思うが、産業医方式だとか学会の専門医だとかであると話がややこ  

しくなるので、「県の地域医療認定者」というようなものを作ってもいいのでは  

ないかと思っていた。  

県の地域医療検定のようなものを作って、医師、看護師等に検定を受けてもら  

う。ネットでの検定でもいい。その結果として県内の医療上の問題や医療施設の   

働きなどが普及啓発できるし、医療者間でもディスカッションする場ができる。   

また、検定に合格した人たちを集めて年次総会をやってみんなで議論する仕組み  

はできないかと。これは資格ではないが、意識は高まると思う。合格者にはスト  

ラップの一つでもあげてはどうか。今、開業医を含めて地域に根ざして医療をや  

っている方はいっばいいて、そういう方々を掘り起こしたりとか認識していただ  

くというのがまずは大事。  

○鈴川委員：国民の意識改革もしていかないといけないのではないか。現場で患者さ  

んのためにそこにいていっも働いている、何でも診てくれる、そして高度医療に   

ついても理解があり、そういう流れのちゃんとわかった人がその地域で一番重要  
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な医師であるということを何とか国民の認識に持っていくということをぜひ進  

めてもらいたい。  

○奥野委員：今は医師としての技量・能力という観点から議論をしているが、少し違  

う角度として、この地域については行政も福祉も住民の性格も一番知っているか  

ら私の専門はこの地域ですという、地域という角度から見てもらうのも一つの方  

法かなと思う。そういう角度も考えてほしい。  

○前野委員：患者サイドから言うと、総合医ができたばかりで試行段階になっている  

ところでもあり、総合医とこのへき地専門医というのは同一ではないかもしれな  

いが、それほど大きく変わるものでもないのでなければ、むしろへき地の部分を  

加味、包含するような形での在り方でとらえた方がいいのではないか。そのステ  

ータスも高まるのではないか。小さなものがたくさんあって、何が何だかわから  

ないという感じになりはしないかという危倶を感じる。  

○吉新委員：これは、これがないとへき地に行けないというのではなくて、むしろ称  

号みたいな形でへき地の一定期間勤務が終わったらいただけるという理解でよ  

いか。  

○鈴川委員：3学会の認定を持っている方がへき地に一定期間行って、帰ってきたと  

きに専門医になるということになるかはわからないが、卒業したら認定するとい  

うことを考えているわけではない。  

○吉新委員：この検討会として結論づけた場合に、ある程度の具体的なことは問われ  

ると思うので、いいとか悪いとかという議論よりも少し慎重になった方がよい。   

これがないと何かいけないみたいなことになると問題だと思うし、土れがあると  

何か全てオールマイティーになるのもおかしいと思う。使い方として、国民の人  

たちが納得してもらえるようなものである必要がある。  

○内田委員：専門医制度として最も重要なのは、医療の質を担保し、レベルを上げる  

ためのものであり、市民にわかりやすい制度である必要があると思う。日本でし  

ばしばあるのは、学会のステータスのためであったり、処遇の改善というものが  

目的化している例がある。この検討会はへき地医療に従事している先生が関わっ  

ていらっしやるが、その意見が非常に前面に出てきた結果としてへき地専門医と  

いうものを作っても、国民に理解してもらえるのか、きちんと機能するのか危倶  

するところ。また、実際にへき地で診療にその資格がなく従事されている場合の  

住民たちの理解というのはどうなるんだろうという気もする。これを報告書に盛  

り込むという方向性については、もう一度よく考えるか、両論併記又は留意点と  

して併記する程度にすべきではないか。  
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＜へき地医療拠点病院のあり方について＞  

○澤田委員：（資料4をもとに説明）  

○吉新委員：第9次のときにへき地の拠点病院について、活動内容に応じた補助を行  

うこととした経緯を踏まえてのことか。  

○澤田委員：従来までの指定基準をⅡという指定で置いておくということで、Ⅰにつ  

いてはさらに実績とか、教育を入れたところがポイントであり、そこに対しては  

かなり相応のメリット、従来以上のメリットがあるようにしたい。  

○吉新委員：アメリカのACGME（AccreditationCouncil払rGraduateMedical   

Education）のように標準的なレジデント教育を行っているかどうかプログラム  

をチェックするところがあって、ちやんとしたスタンダードを守っていればいい  

が、それはそれだけでも大変な作業であり、ちやんとしたレジデント教育を行っ  

ているかどうかというのをどういうふうに判定するのか。  

○澤田委員：こういった方向性が大事だと思う。そういった地域の病院で総合医を育  

てるためのプログラム、カリキュラム、標準化が骨格になって各都道府県で拠点   

病院を充実させようという動きになっていけば、必然的にプログラムも充実して  

いくし、3学会も協力していただいて、盛り上げて行くような方向性になればい  

いなと思う。  

○吉新委員：条件だけ満たせばもらえるということになると、一生懸命やっていると  

ころもそうでないところも同じになるようなことであれば、これは大変な間違い  

と思う。  

○揮田委員：各都道府県の医療対策協議会とかへき地医療支援機構とかが認定するも  

ので、手を挙げたもの全てが認定されるわけではない。  

実績というものを一つは評価していただければということが一つ、もう一つは、   

私自身は大学病院とか500床以上の大病院では、総合医教育というのは難しいの  

ではないかと思う。ですから、より住民に身近な生活の見える保健福祉と包括し  

たような医療を提供できるところが教育機関になるべきで、そこをコアになるよ  

うな流れを作るには、へき地医療拠点病院の指定をよりメリットのあるものにし  

ていかないと、なかなかその制度が進んでいかないのではないか、今までの第   

10次までの運用とほとんど変わらない形になるのではないか。  

○梶井座長：全国的に皆さんが一堂に会した上で実績報告等を行いながらお互いに評  

価していくというような意見も出ている。  
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○吉新委員＝精神的にはわかるが、本当にそのクライテリアを満たしているかどうか  

という作業は膨大で、本当にできるのかという感じがする。各論にそんなに強く   

ない大学や県の医師会でやって二次医療圏全てに同じように悪平等で補助金な  

り交付金がちゃんと評価されないで、みんなで物事が進められるというのは非常  

に危険だと思う。  

無医地区の巡回診療ですと、常勤の医師がいない出張診療所とか、いくつかの   

優先順位の高いものがあり、そういったところに拠点病院から巡回診療するとい  

ったきめ細やかな基準でやってもらいたい。  

貴重な補助金を一生懸命やったところにきちんと届くような仕組みを本当に   

作れるのかという気もあり、ハードルはしっかり、評価できるような仕組みを作   

らないと、みんな悪平等で共倒れしてしまいますよということを言っているので、   

現在の仕組みがいいのかどうかということも含めてやらないと、新たな全く別の   

物差しを作ると、今まで詰めているチェック可能なものまで見えなくなるのでは  

ないかと思って心配している。  

○内田委員‥先生方の現場では、医者が増えているという実感はまず全くなく、その   

大きな原因としてキャリアパスや処遇の問題があると思うが、診療報酬で手当て  

しても到底間に合わないような、医療機関の体力がないというところも非常に大  

きいと思っている。  

そこは補助金と診療報酬との兼ね合いで、特にこういう社会的な政策的な医療   

に関しては、きちっとした評価の上で、きちっと補助金をつけるという明らかな   

方向性が出されないと、いい医療をあまねく提供するという体制はできていかな  

いというふうに感じている。  

○神野委員：へき地医療に対してある一定期間支援した場合、社会医療法人の指定を   

受けることができるが、実際はへき地診療所に対しての支援のみというところで   

枠が決まっているということで、へき地医療拠点病院等になり得るようなところ   

への補助金の手だてとして、ぜひその社会医療法人の基準についての見直しをし  

ていただきたい。  

＜へき地における歯科医療ネットワーク＞  

○角町委員：（資料5に基づいて説明）  

○中村委員：歯科と医科の連携が必要。  

○神野委員：齢歯予防、歯周病予防等の歯科の予防医療について、保健活動と歯科医   

療との連携が必要だと思う。  
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○梶井座長：角町委員がまとめで書かれた1，2，3の記述を報告書に盛り込むこと  

としたい。  

＜へき地における看護職の課題について＞  

○春山参考人：（資料6に基づいて説明）  

○神野委員：地方の看護職員などの給与が下がっており、募集しても、はい、行きま   

すという看護師はおらず、そういった意味で、地方の医療を支えていくための看   

護職員への何らかの施策的な国の支援がないと、今後ますますこの傾向は強くな  

っていくと思っている。  

○土屋委員：看護師も、総合的にいろいろ知っていないとできない部分がかなりあり、   

求められるものが多いので、本当に研修は必要なことで、働く看護師を一人でも   

多くするために、キャリアデザインのモデルのようなものが応用できないかなと  

いうふうに思った。  

＜遠隔医療について＞  

○村瀬委員：（資料7に基づいて説明）  

○梶井座長：実施比率が14．4％と、まだまだだということ。ただし、地域によってど  

ういうふうな形でそれを導入しているかに関しては様々。  

クラウドの提案もすぐに全てというわけにはいかないと思うので、前回の報告   

書に盛り込まれたことをより具体化して、今日お示しいただいた内容について具  

体的な方策を盛り込みながら報告書に書かせていただきたい。  

＜まとめの議論＞  

○内藤委員：まず、へき地医療と地域医療の概念が混在していることが大きな問題で  

ある。地域医療はその中の一部であるへき地医療を支える機能であるということ   

をはっきりさせるべき。また現在あちこちの大学に地域医療講座ができているが、   

「へき地医療」と銘打っているのは一大学のみという状況なのも問題だと思う。  

また、市町村に大きな役割を期待するのは難しい。都道府県の役割が重要。医   

療計画が定められているが、へき地医療についてきちんと詳述している県と地域   

医療の記述の中で丸めてしまっている県とがある。へき地医療対策については、  

都道府県の保健医療計画との整合性も重要。  

へき地医療支援機構やへき地医療拠点病院を充実していくのは重要だが、都道   

府県の責務についてきちんと示すことも重要。  

○吉新委員：へき地専門医については、議論が中途半端なままなものを出しては混乱   

するのではないか。この検討会で提案すべきことなのか、実現が可能なのか疑問  
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を感じる。  

（了）  

◎   



へき地保健医療対策検討会報告書素案と委員からいただいたご意見について  

※素案に個別に対応するご意見がある場合は、q  で示している。  

報告書素案   委員からいただいたご意見   

1 はじめに（P）  

2近年のへき地医療を取り巻く状況の変化  

○へき地医療を取り巻く状況については以下のような現状  

となっており、へき地保健医療対策を検討するに際しては、  

ト分な考慮を行うことが必要である。  

（1）無医地区・無歯科医地区の状況の変化  

○平成21年度無医地区等調査・無歯科医地区等調査に  

よれば、平成21年10月末の無医地区はP地区となっ  

ており、平成16年末（787地区）と比較して、P％  

減少した。同様に、無歯科医地区は、P地区と平成  

16年末（1，046地区）と比較して、P％減少した。  

○無医地区・無歯科医地区について増減をみると、無  

医地区・無歯科医地区が減少しただけでなく、新たに  

無医地区・無歯科医地区になるところもみられた。無  

医地区・無歯科医地区が減少したところでは、その理  

由として、「交通の便がよくなった」という回答が最  

も多く、この他の理由として、「人口が無医地区の要  

件である50人未満となった」、「医療機関ができた」  

と続いていた。無医地区・無歯科医地区が増加したと  

ころでは、その理由として「医療機関がなくなった」  

との回答が最も多かった。【p】  

○ 無医地区の人口をみると、へき地診療所を設関する  

要件である1，000人以上の地域は10地区、離島にお  

いてへき地診療所を設置する要件である300人以上  

の離島は1地区であった。また、無歯科医地区の人口  

をみると、1，000人以上の地域は42地区であった。  

【p】  

○ このように、新たに無医地区・無歯科医地区となる  

地区や、人口減によって無医地区でなくなった地区も  

あり、高齢化の進行による医療需要の増大や、医師不  

足の影響等も考慮すると、引き続きへき地保健対策を  

実施することが重要である。  

（2）へき地保健医療対策の現状と課矧こついて  

山村、離島等へき地における医療の確保については、  

昭和31年度以来へき地保健医療対策として取り組んで  

きたところであり、地域の実情に応じてへき地診療所に  

おける住民への医療の提供、へき地医療拠点病院等によ  

る巡回診療や代診医派遣、緊急時の輸送手段の確保や遠  

隔医療の導入等を推進してきた。  

このような個別の施設等の整備に加え、平成17年度  

までの第9次へき地保健医療対策においては、へき地医   



療支援機構を創設して支援体制を二次医療圏ごとから  

都道府県単位へ拡大し、平成18年度からの第10次へき  

地保健医療対策においては、各都道府県ごとにへき地保  

健医療計画を整備し、地域の実情に応じたきめ細かい支  

援体制を実施する体制を構築するよう努めてきたとこ  

ろである。   

このような状況の中で、今回の検討会において実施さ  

れたへき地医療に関する現況調査の結果、以下のような  

実態が明らかになった。  

○都道府県の取組について   

第10次へき地保健医療計画においては、都道府県が  

へき地保健医療計画を策定し、平成20年度までに医療  

計画に反映させることとされていた（平成18年5月16  

日付け医政発第0516001号各都道府県知事宛て厚生労  

働省医政局長通知「第10次へき地保健医療計画等の策  

定について」）が、実際に都道府県においてへき地保健  

医療計画を策定していたのは29都道府県（67％）とい  

う状況であった。また、同通知では、へき地医療対策の  

各課題について検討し、医師確保の取組みを進める「協  

議会」の設置と活用も提言していたが、平成19年度に  

実績があったのは8都道県であった。   

個別の取組みとしては、国の補助制度を活用した施設  

や設備の整備は多くの都道府県が行っている他、通信回  

線の高速化などITの活用を促進するための環境整僻、  

へき地医療に関する広報誌の発行等による住民への普  

及啓発等を行っている都道府県があった。  

○へき地で勤務する医師の確保について   

へき地に勤務する医師の多くは自治医科大学の卒業  

生であり、都道府県の医師確保に対する取組みも「自治  

医科大学の活用」というものが多いが、自治医科大学の  

調査によれば9年間の義務年限を終了した後もへき地  

で勤務を続けているのは、29．4％にとどまっていること  

が明らかになった。   

一方、自治医科大学の活用以外の医師確保の方策とし  

ては、地域枠や奨学金制度があるが、その現状を見ると、  

医師免許取得後にへき地で勤務することを義務付けた  

地域枠を設定しているのは11都道府県であり、このう  

ち、学生に対して、へき地医療に積極的に動機付けする  

ような、へき地・離島における体験実習等の特別なカリ  

キュラムを設定しているのは3都県であった。   

また、へき地勤務を義務付ける奨学金制度を導入して  

いる都道府県は19都府県であり、大学等のへき地医療  

に関する寄付講座を創設している県は10県であった。  

○へき地医療支援機構の現状について   

へき地医療支援機構の現状を見てみると、へき地を有  

する43都道府県のうち、機構を設置しているのは39  

都道府県（91％）であり、4県が未設置であるものの、  

へき地を有する都道府県のほとんどで設置されている  

l＝   



状況である。   

しかし、へき地医療支援機構の業務の責任者である専  

任担当官の活動状況については地域ごとに濃淡があり、  

専任担当官がへき地医療関係業務に従事する日数を見  

てみると、週のうち4～5日従事する県が10県ある一方、  

0～1日と回答した県が13県、1～2日と回答したとこ  

ろが8府県に上る状況をみると、「専任」担当官とは言  

えないところが半数以上を占めていることがわかる。   

また、今回418か所のへき地診療所について調査を行  

ったところ、へき地医療支援機構との関係について「全  

く関わりがない」と回答した診療所が219か所（52．4％）  

にも及んだ。この結果については、へき地診療所側がへ  

き地医療支援機構の関与をよく理解していないための  

誤解も多いという指摘もあるが、機構からの支援を最も  

享受しているはずのへき地診療所からみると、へき地医  

療支援機構との関わりが低いという状況が明らかにな  

ったと言える。  

○へき地診療所及びへき地医療拠点病院の現状につい  

て   

医師の充足状況であるが、へき地医療拠点病院におい  

ては263施設中44施設（16．7％）で医療法施行規則に  

規定する標準医師数を満たしていないことがわかった。  

診療所には標準医師数の考え方が無いが、病院の標準医  

師数の考え方を参考に算目すると調査を行った418か  

所のへき地診療所中69か所（16．5％）がこれを満たし  

ていない状況にあることが判明した。   

また、へき地診療所に勤務する常勤医の数の平均は  

1．2人、常勤医の勤務年数については、現在勤務してい  

る診療所に5年以上勤務しているという医師は全体の  

25．3％、10年以上勤務している医師も14．4％存在するこ  

とがわかった。   

なお、へき地医療拠点病院に対し、へき地医療拠点病  

院にとって必要な機能について意見を募ったところ、  

「医師派遣・研修、地域医療の提供等」「医師等の確保・  

派遣機能」、「救急を含む医療提供体制に関する機能」が  

必要との意見が多く寄せられた。また、国や都道府県に  

対する要望等としては、「医師等の確保（特に総合診療  

のできる医師）」、「ドクタープールの創設」、「医師養成・  

キャリアパスの充実（総合診療のできる医師の育成、医  

師の生活環境への配慮等）」、「医師研修に関すること（臨  

床研修制度にへき地での研修期間を義務化等）」、「医療  

制度・医療体制に関すること（開業に関する規制等）」、  

「財政支援に関すること（補助金・診療報酬）」等の意  

見があった。   

また、へき地医療拠点病院と同様にへき地診療所に対  

して国や都道府県への要望等について意見を募ったと  

ころ、「医師等の確保への支援」「医師研修及びキャリア  

パスに関すること（へき地診療所医師のスキルアップ   



等）」「医療制度・体制に関すること（代診医制度の強化  

等）」「財政支援に関すること（補助金の充実等）」、等に  

ついて意見が寄せられたところである。   

意見の提出状況については、へき地医療拠点病院から  

多くの意見が寄せられる一方、へき地診療所からの意見  

は比較的少なかったところである。  

○地域医療再生計画について   

平成21年度第1次補正予算で創設された「地域医療  

再生基金」は、都道府県が策定する地域医療再生計画に  

基づいて行う、地域の医師確保、救急医療の確保などの  

取組みを支援するものである。   

各都道府県が策定した地域医療再生計画は合計94  

計画あるが、そのうちへき地医療に言及しているものが  

15県で19計画あり、その他にも、…【p】のように、  

へき地・離島医療対策を重視した計画（参考資料①）が  

あった。   

今後、これらの都道府県において、地域医療再生計画  

に基づいたへき地医療対策が進められていくものと考  

えられる。  

3 へき地等における医療提供体制を構築する各主体の役割と   

して求められること  

（1）都道府県の役割として求められること   

○ 都道府れlま、第11次へき地保健医療計画の策定に際し  

て、地域医療の分析を行った上で、先進事例（別添）を参  

考にして、各都道府県が改善策を策定し、これらの取り組  

0 都道府県全休の医療確保対策の中でのへき地保健医療   

対策の位置づけ、王事性をあらかじめ確放しておくことが   

必要。  

みを積極的に公表するとともに、園がそのフォローアップ   

を行うような仕組みを作ることが求められる。  

○ また、地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活  

用方法や定着率を上げるための方策についても、都道府県   

ごとに検討することが暮要である。  

○ 例えば、地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持   

のため、都道府県（又はへき地医療支援機構）は積極的に  

当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学と機  

構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付   

けするような取組も考えられる。  

○ マンパワーとして今後、自治医大卒業生や地域枠の医師  

が増えていくが、しっかりと仕組みを作らないと有効な活  

用は出来ない。大切なことは、日揮股定と目標を速させる  

計画をいかにするかにある。   

学生時代から目的意擁を強く持たせ、総合医としてへき  

地でも都市部の病院でも勤栴できるよう、①救急総合診療   

を中心に研修・勤務できる地域医療研修センターなどの仕  

組みを構築し、②人事ローテーションや勤務で公平な運営  

ができるような人事組織を構築するとともに、③さらに計  

画の策定を行う組織の構築が必要であり、特に、人事はス  

トックではなく、フローの管理であり、きめ細かな対応を  

する人事組織がきちんと機能しないと、現在の人材への投  

資が無駄になる可能性がある。  

○ 市町村（へき地を有する）と横棒的に連携を図り、へき  

他動務医師も巻き込んだ形で、医師確保や医療供給体制に  

ついて協経できる場を股けることも考えられる。  

（2）市町村（へき地を著する）の役割として求められること   

○ 市町村は、勤務する医師がへき地での勤務を楽しみ、充  

実してもらえるように努力することが必要である。   

0 1体的には、茨城県であれば市町村が独自に筑波大学と  

提携して医師を派遣してもらうようなシステムが作られ  

ていたり、福井県での1つの町が寄付講座を作っていると  

いう事例があり、このような取組を参考に、様々な取組方  

策について検討していただきたい。  

○ 市町村が保健・福祉・医撫に関連する計画を立案してい   

く過程において、へき他動楕医師とも積極的に意見交換し  

ながら進めていくことが必要と考える。  

○ 市町村単独での医師確保は困難な時代となってきてお   

り、市町村がお互いに情報共有を図り、横のつながりを密  

にしていくことで、市町村の連合体として医師確保を目指   

していけるような協騰の場を扱けることも考えられる。  
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○ 市町村の各々の自助努力を促す取組として、例えば各市  

町村において、自治医科大学♯務年限内の医師派遣を希望   

する場合は、給与、手当、住環境や勤務ローテーション等  

の現状を明確にし、他施設と外形的に比較することも考え   

られる。  

○ 学生時代に、地域医横綱査で家庭訪問することや現地で   

の住民や行政を交えてのワークショップなどで地域との   

交流を深めることなど地域の自分たちへの期待を直接意   

撤するような環境の醸成も重要であることから、市町村  

は、ワークショップや地域実習の受入などについて積極的   

に対応すべきであり、併せて休暇や研修で代診を確保する   

などの支援も必要であると考える。  

（3）園の役割として求められること   

○ 今回の報告書や策定指針を受けて、今後各都道府県が策  

定する改善案や第11次へき地保健医療計画について、国  

がフォローアップを行う必要がある。  

○ 園は各都道府県の計画の実施状況を支捜する仕組みの   

構築として、例えば、へき地医療支撲機構の活動状況、教   

育、人事組織、策定会繊の状況などの取りまとめや公表の   

ほか、必要に応じて技術的支緩も考えられる。  

○ また、各都道府県のへき地医療支援機構等が全て参加し   

て、全国へき地医療支援機楕等速給金雄（仮称）のような   

ものを作り、都道府県間の格差の是正や各都道府県間にま   

たがる事項の納整などを、園と共同して実行する必要があ   

る。  

0 「総合医」については積榛的に推進すべきであるが、む   

しろ医学教育全般の問題で、必ずしも園の役割ではないの   

ではないか。  

O 「総合医」の定♯等が不明の現状で、国が推進していく   

ことには反対である。  

○ 地域の医療を担う「総合医」については、国が推進する  

必要がある。  

（4）大学の役割として求められること   

○ 大学の医学教育において、へき地医療支援機榊のしくみ  

等へき地保健医療に関して広く、カリキュラムに盛り込ん  

でいくことが必要である。  

○ へき地・離島医療の現場を経験できるようなカリキュラ   

ムを、都道府県（へき地医療支援機構）と連携して作成し、   

学生に対して地域医療やへき地医療に対する親和性を高   

める教育が必要である。  

○ 教員のなかに、へき地医撫に従事した経験のある医師や   

総合医を加えることによって、学生が総合医と接すること   

ができる機会を増やすことが可能となる。  

O 「総合医」のカリキュラムや活動目棟が、大学の活動と   

一致しないことが多く、従来の専門各科の寄せ集め的に総   

合医を養成するケースが見られる。大学で専門各科と切り   

離した、総合医養成の仕組みや生涯教育の確保ができるこ   

とが重要。  

○ 大学の医学教育のみで、「地域医療修7医」のような肩   

暮きを与えるのはいかがなものか思う。   

○ なお、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した   

医師は「地域医療修了医」というような肩暮きを与えるべ   

きとの意見があった。  
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（5）学会等の役割として求められること   

○ 総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団  0「総会層汀の衰t簿が不明の現状で、プライマリケア学   

体の認定医制度を拡充する必要がある。  食奪味澤綴団体ゐ紘牽医制鹿を拡充す冬ことには反対で、   

総合医め隠定がヰき地対斯こなるか味疑問せあ恵一   

0場合牢l≠附津した鱒定直や書門直の敵組ヒ 

ヘ音均勤務鱒験か取′得めための無知集権につなかる皐う  

な横轍変造教養べきd  

0∴専属懐郷藩蜘費見守り毒、∴そめ挫｛き埠毎ホの鱒定制鹿を  
穐車請搭搭と榛偶糧な桓串軽新町射拍輌礪朝軸  

本欄陥り瑚な研鯵体制楓相導着め離成がなされてい  

るぬか＝か佃駄   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等   

○ 住民が、へき地勤務医の生活面での実作を理解するよう   ○ 医師と住民のトラブルも少なくなく、医師が地域では弱  

にしていく必要がある。   い立場であることが多いことから、現地での紛争になる机   

現場で患者さんのためにそこにいていつも働いている、   に、意見を聴取する窓口的機関が欲しい。   

何でも診てくれる、そして高度医療についても理解があ   ○ へき地だけでなく他の地域の住民にも広く医療の実情   

り、そういう流れのちやんとわかった人がその地域で一番   を理解していただく必要があり、そのためには保健所、保   

重要な医師であるということを何とか国民の認識に持っ   健センターなどと連携し、啓発することも必要である。   

ていくということをぜひ進めてもらいたい。そのような園   

民の意識改革もしていかないといけないのではないかと   

いう意見があった。   

4 へき地保健医療対策に係る1体的支援方策の検討  

1l  

（1）新たなへき地医療支援機構の構築について   

○ 第9次計画より活動してきたへき地医療支援機構Iま、へ  

き地診療所に勤務する医師等の支援機能等、代診医等の派  

遣調整を的確に行うことが七大の任務であり、さらなる向  

上が必要である一方、今後機構が果たすべき役割や位tづ  

けを明確化していく必要がある。また、へき地を有してい  

るが機構未投覆の県については、設正を行うようにすべき  

である。  

1）新たなへき地医療支援機構の位tづけについて   

○ 現行の位tづけに、第10次計画策定時に創設するこ   

とが求められた「へき地保健医療対策に関する協旛会」   

やその後の議論を踏まえ、以下のように修正することが   

確放された。  

へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施す   

るため、各都道府県に1箇所「へき地医療支援機構」を   

設置する。へき地医療支援機楕は、専任担当者を置く。   

また、へき地医療拠点網院の代表、地域医師会■歯科医   

師会の代表、市町村の実務者、地域住民の代表等によっ   

て構成する「へき地保健医療対策に関する協線会」にお   

いて、へき地医療対策の各種手業の実施について実質的   

な助言・調整等を行う。  

へき地医療支援機構の運営主体は、これまでへき地医  

○ 平成18年の医療法改正で都道府県lこ股覆が義務付けら   

れた地域医療対策協雄会との連携、連動を密にすべきとい   

う点に触れるべきではないか。   



療支援の中核を担ってきた、あるいは担い得る都道府県  

又は医療機関等とし、専任担当者はへき地での診療経験  

を有する医師であって、へき地医療支援機構の兼任者と  

して、へき地医療に関する業務に専念できるような環境  

を整えることが必要である。  

2）専任担当官（医師）のあり方について   

○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーと  

して、機構の組織としての意識付けが主要であり、他職   

種を巻き込んだチームでの対応が必要である。例えば、  

自治医科大学卒業医師や地域枠出身者はそもそも意識が   

高いので、まずここをピックアップして活用することが   

考えられる。また、ある程度長く担当官として務められ  

るようにすることが王要である。   

○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療  

に専念するようなエ夫が必要であり、例えば、   

① 現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道  

府れの医務主管梓に、へき地医療の勤務経験を持つ臨  

床医を専任担当官として配置すること   

②へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞い  

たり首長と意見交換をしたりすることも必要である。   

○ なお、専任担当官については、必ずしも「専任」して  

おらず、「兼任」担当官になっているところも多い。しか  

し、「専任」でも「兼任」でも支出される補助金が同じと  

いうのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず  

専任担当官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当  

官を配tできないなら兼任担当官でカバーするとか、兼  

任担当官を複数配置するとかで対応することを認めても  

よいのではないかとの意見もあった。  

3）新たな支援機構の役割について  

○ へき地医療支援機梢の位置づけとしては単なる支援機  

関ではなく、医局的な機能としてドクタープール機能や  

キャリアパス育成機能も持たせることが肝要であるとし  

た上で、現行の役割を含めて、以下の役割があげられた。  

①へき地医療拠点病院に対する医師派遣の要請  

②へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派  

遭登録業務及び当該人材のへき地診療所等への派辻  

業務に係る指導・桐整  

③へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの  

作成  

④総合的な診療支援事業の企画・調整  

⑤へき地医療拠点病院の活動評価  

⑥へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関す  

ること  

○ 医師だけでなく、看雄師、保健師らコメディカルに対し   

ても機構の役割を拡大すべきではないか。  

○ ぱらばらに分散していては、マンパワーを多く必要とす   

るへき地医療という困難な目標は達成できないことから、   

上記の機能に加え、研修機能として、奨学生・研修医の基   

地となる「へき地医療教育研修支援病院（仮称）」を認定   

し、そこに支援機欄の事務局機能や専任担当官が勤務する   

ようにすることが大切である。  
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⑦へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクター  

プール機能   

⑧へき地で勤務する医師のキャリアパスの構築   

⑨へき他における地域医療の分析  

⑩へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事  

している医師に対する研究費の配分  

⑪へき地保健医療情報システムのデータ登録、更新及  

び管理  

・機構に埠域医療に関するデータバンク的な役割  

も求められるのではないか。   

⑫就取の紹介斡旋、就職相放、その他就職に関する情  

報提供  

・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとや  

っていくべき   

○ なお、医局的なドクタープール機能を支援機構以外の医   

療対策協騰会や地域医療学講座などに持たせることも考   

えられ、．都道府県によって一律にすべきではないのではな   

いかという意九あった。  

○ へき地医療支援機構の見直しに関して、実施主体をへき   

地医療拠点病院など特定の病院にするものであれば「『医   

局的な機能』を持たせる」ことは、支援機構の実施主休と   

なった病院に医師を集約させるものであり、他のホ院等か   

ら医師の引き抜き、これらの病院の廃止や診療所化を招く   

ことにつながることから、地域住民の医療へのアクセスの  

15  

狭小化を招きかねなく、慣暮に進めるべきである。   

4）へき地医療支援機構に対する評価について   

○ 支援機構に対する評価については、現在以下のような   O 「全国へき地医療支援機構等連絡会騰（仮称）」など全  

取扱となっている。   国のへき地医療支援機檎が⊥同に会する場を投けて、お   

へき地医療支援機構の活動については、当該機構の   互いの情報共有や協雄、評価などを行ってはどうか。（再   

設置されている都道府県のへき地医療担当部局が評価   掲）   

し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援機構lこ必要   

な指導を行う。また、都道府県は、評価結集及び指導の   

内容等を含め、へき地医療支捷機構の活動状況について   

積種的に情報公開を行う。なお、国は、都道府県に対し、   

評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うものと   

する。   

5）新たなへき地医療支援機構に対する支援方策について   

○医師確保の手段は都道府県単位で考え、機構を支援し  

ていく必要がある。拠点病院にこだわらず、地域医療圏  

外であっても大学病院、自治体病院、民間病院の支援や   
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地元医師会、保健所などとの連携を重視する必要がある。   

○ 広域連合は都道府れの指導力次第で有効になるが、内   

部の医師のキャリアプランや人事のネットワークなど   

を持ち、きめ細かな対応をしないと、目標達成が優先し   

てしまう恐れがあり、組織全体が自ら計画し目標速成に   

向け公平に活動するといった状況が確保できるかが暮   

要であり、十分な配慮が必要である。  

○ 機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市   

町村は長崎や島根のように広域連合を作り、臨床研修病   

院を持つなどしてマンパワーを確保する努力が必要であ   

る。  

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築について  

1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動機付けのあ  

り方等について  

○ へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、  

地域に根ざした医師をどう育てるかという仕組みが必要  

である。  

例えば、総合医の確保策としてプライマリケア学会等  O 「総合医」の定♯等が不明の現状で、プライマリケア  

関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら   学会等関連8団体の馳走医制度を拡充することには反  

対で、総合医の認定がへき地対策になるかは疑問であ  

る。（再掲）  

る一方、本人や周囲への意敲付けと、本人のステップア   

ップの双方を満たすような制度として、医学教育の中で   

統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療修了   

医」というような肩書きを与えることも大きな動機付け   

になることも考えられる。  

○ また、地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持  

のため、都道府県（へき地医療支援機構）が積極的に  

○ 大学での医学教育のみでこ「地域医療♯了医」のよう   

な贋義きを与えるのはいかがなものかと思う。（再掲）  
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当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  

と機柵が協同して地域枠等の学生に対して地域医動こ  

動機付けするような取組なども求められる。（再掲）   

○ 一方、大学の医学教育において、へき地医療支援機積   

に関することをカリキュラムに盛り込んでいくことや、   

地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験   

者に入ってもらい、具体化することは非常に主要である   

という意見があった。  

○ 大学数員のなかに、学生から総合医をイメージしてもら   

える人材に入ってもらうことにより、総合医と接触する機   

会を増やす必要がある。  

○ 地元高校生を対象とした、地域医療やへき地医療に関   

する授業を教育力リキュラムに組み込んではどうか。  

○ 地域医療実習（特にへき地医療や特定診療科について）   

を都道府県が大学と連携して実施する場合に補助金が受   

けられるような制度を求める。  

2）安心して勤務・生活できるキャリアパスの構築について   

○ へき地勤務医等が、自分のキャリア形成や家族への影   

響について心配することなく勤務できるような、医師派   

遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策について  

検討する必要がある。   

ア キヤリアパスのあり方について   

○ キャリアパス作成に当たっては、以下の事項に十分  

留意する必要がある。  

① へき地勤務医の子育て、家族支援などを考慮に入  

れたキャリアデザインの策定  
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② 勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制   

の構築（産休・育休を含む）   

③ へき地での勤務に偏らないようにするための体制   

整備（拠点病院等を中心としたローテート方式）  

○ また、「身分上の制約」に対しては、「安心して一生   

を託していいんだよ」と言えるようなへき地医療を担   

う全国的なネットワーク組織が必要という意見や、自   

治医科大学卒業医師の場合、義務年限明けにへき地勤   

務をすると片道切符になってしまうという状況がある   

ことから、ある程度へき地勤務をした後、どこかのポ   

ストに戻り、さらに希望すればまたへき地勤務に戻れ   

るというサイクルを示すことができれば、へき地勤務   

医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、   

なり手も増えると思うとの意見もあった。．  

0 以上の検討を踏まえ、へき地に勤務する医師のキャ   

リアデザインのモデル案を厚生労働科学研究（主任研   

究者：鈴川正之自治医科大学教授）で作成した（参考   

資料2）。   

このモデル実について出された様々な意見を踏ま   

え、以下のようなモデル例が考えられる。  

【コラム部分】  

へき地に勤務する医師のキャリアデザインのモデル例   

1．大学等（研修部分では大病院を含む）・へき地医療拠点病院   

等（地域の中核的病院を含む）、へき地診療所等（へき地にあ   

る病院も含む）の3本の柱を行き来しながらキャリアを重ねて   

いく構造である。  

このように3木柱間の長期間にわたる移動を前提にしてい   

るので、このキャリアデザインで動いている場合には、身分的   

な保証・年金の継続の保証などを考える必要がある。   

2．一定の区切りごとに1年の自由期間を設けてあり、この時は   

3本の柱から離れて自分のキャリアアップを図ることもでき   

る。臓器別の専門医の研修、基礎研究、留学、行政での活動経   

験を得ることが可能となるとともに、次の勤務期間をどのよう   

にするか考える期間にもなる。   

3．基本的に3本の柱の中であれば、どのように移動していって   

もかまわないものとする。3木柱のどこにいても、他の2本へ  

移動することが可能であることを保証する。これらの移動は、   

どこかが軸となって合意形成していく必要がある。例えば、へ   

き地保健医療対策に関する協議会を通じてへき地医療支援機  

構が調整することが考えられる。   

この場合、へき地医療支援機構は、このようなキャリアデザ  

インを保証し、人事面でも3本柱間の調整をする上で、このシ   

ステムの中で非常に大きな役割を果たす必要がある。   

つまり、へき地医療支援機構は、大学等ともへき地医療につ  

いて、緊密に連絡を図る必要がある。特に地域枠の学生のいる  
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医科大学などにおいては、早急にキャリアデザインを明らかに  

する必要がある。  

イ キャリアを評価する仕組みについて   

○ へき地医療を担う医師のモチベーションを上げてい  

くために、へき地・離島での診療経験や機構での勤務を  

評価して、キャリアになるような仕組み作りが必要であ  

る。   

○ 具体的な評価については、厚生労働科学研究（主任研  

究者：鈴川正之自治医科大学教授）での検討結果が示さ  

れ（参考資料P）、「へき地医療専門医（仮称）」や他の  

新たに考え得る認定制度については様々な課題があり、  

直ちに制度化することが難しいことが示された上で、名  

称は別として新たな称号や資格化について推進する必  

要があるとの意見がある一方、以下のような意見があっ  

た。   

・ 地域医療やへき地医療に意識の高い医師を周りの医  

療者が認識できていなしユ状況を改善するため、「県の地  

域医療認定者」検定を作り、合格者を集めた年次総会  

で繕諭する仕組みを作ることで、資格ではないが、意  

識は高まると思う。  

この地域については行政も福祉も住民の性格もー番  

知っているから私の専門はこの地域ですという、地域  

という角度から見てもらうのもーつの方法と思う。   

■ 総合医ができたばかりで試行段階になっているとこ  

ろでもあり、むしろへき他の部分を加味、包含するよ   

国として、特定の学会の専門医指定に頼ることなく、  

「生活に寄り添う（生活を支える）医療」を実践でき  

る総合医であることが住民からしっかりと認知できる  

ような資格又は称号を検討してほしい。「へき地医療専  

門医」という表現では、「専門医＝病気と戦う（を治す）  

医療」ということで、「緒診医」という表現はどうか。   

「総合医」、「へき地医療専門医」というものについ  

ては、住民にその趣旨やその2つの違いなどをきちん  

と説明しないと分かってもらえないのではないか。へ  

き他に行ってくれる先生には感謝しているが、「へき地  
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うな形での在り方でとらえた方がいいのではないか。   医療専門医と名前がつくと、単にへき他に専門に行っ   

小さなものがたくさんあって、何が何だかわからない   てくれるお医者さんぐらいにしか思わないのではない   

という感じになりはしないかという危惧を感じる。   かと懸念する。   

・へき地専門医というものを作っても、国民に理解し   

てもらえるのか、きちんと機能するのか危惧するとこ   

ろ。また、実際にへき地で診療にその資格がなく従事   

されている場合の住民たちの理解というのはどうなる   

のだろうという気もする。   

・ へき地専門医については、議論が中途半端なものを   

出しては混乱するのではないか。この検討会で提案す   

べきことなのか、実現が可能なのか疑問を感じる。   

ウ その他   

○ 自治体病院等の公務員医師として採用し、給与と身   

分を保障することをインセンティブにPRすればへき   

地医療に専念してもよいという医師の定着が見込める   

のではないかという意見があった。   ○ この表現だと、現状の公立病院における深刻な医師       不足が脱明できないので、へき地医療拠点病院やへき    地診療所、大学病院などとキャリアパスを暮ねていっ    ても、通算して公務■としての給与と身分が保障され、 福利厚生や年金などの面でメリットがある旨の表現の 方がよいのではと思う。  
○公務Åであることがインセンティプになるかどうか  

わからない。  

○定年退職した医師にへき他動務してもらってはどう  

か。   

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援について  

○ へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中   

22   



核的な病院を地域全体で支援する具体的な仕組みについ   

て検討していくことが必要である。  

1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策につい  

て   

○ へき地医療拠点病院等に対して、医師派遭に係る動   

機付けを与えるような支援が必要である。   

○ へき地医療拠点病院となっている病院のほとんど   

は、その地域における4疾病5事業の担い手でもあり、   

モノ・ヒト・カネを投入してしっかりテコ入れをしなく   

てはいけなく、任せられている役割がしっかりと担える   

体制を作らなければいけないし、都道府県がしっかりや   

るということが必要という意見があった。   

○ また、へき地に関する補助制度は出来高制であるが、   

これでは意識付けできないので、例えばがん診療連携拠   

点ホ院のような1か所あたりの補助金という仕組みに   

すると組織が前向きになるのではないかという意見が   

あった。時間がかかっても、組織が強化されていくよう   

な取組が求められる。  

○ 一方、へき地医療拠点痛焼の指定要件については見   

直すべきであり、例えば、総合医がいて、臨床研修所院   

であることを要件として位tづけるような指定基準の   

見直しやあり方の見直しを行い、指定されることによっ   

てメリットを受けられるようにできないかとの見解が   

示された。  

具体的には、へき地医療拠点ホ院Ⅰ、Ⅱ等2つの指定  
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に大きく分類し、Ⅰについては原則的に医師派遣実績が  

あり、GP（総合医）の書成・教育機能を有すること等  

を条件とし、従来どおり指定する場合をⅡとすることが  

提案された。   

しかし、へき地医療拠点ホ焼の指定要件の見直しは、  

あくまで地域の医療機関にとっての相当程度のメリッ  

トの存在が大前提となり、付加すべき条件も含めて引き  

続き検討が必要とされた。   

なお、この提案に対して以下のような意見があった。  

・ちやんとしたレジデント教育を行っているかどうか  

というのをどういうふうに判定するのか。  

・全てに同じように悪平等で補助金なり交付金が交付  

されるというのは非常に危険だと思う。   

例えば、常勤の医師がいない出張診療所とかの優先  

順位の高いところに拠点病院から巡回診療するといっ  

たきめ細やかな基準でやってもらいたい。   

★重な補助金を一生懸命やったところにきちんと届  

くような仕組みを本当に作れるのかという気もあり、  

ハードルはしっかり評価できるような仕組みを作らな  

いと、みんな悪平等で共倒れしてしまいかねない。   

へき地医療拠点病院群、へき地診療所といった現地  

での体制は構築できてきたので、11次では、最暮点  

事業は、「へき地医療教育研修支援病院」、つまり、へ  

き地の医師の教育研修、支援を行い、人事の機能の中  

枢の機能も有し、へき地医療を担う医師たちの基地と  

なる機能をする施設を、各都道府附こまずは1か所、  

今後は2つ程度確保する必要があり、また、へき地医  

療支採機構の書任担当官は、できれば「へき地医療教  

育研修支援病院」の中核的な医師であることが望まし  

い。   

よ体的には、へき地医療支援機榊が認定する「へき  

地医療教育研修拠点病院」を創験し、①救急総合診療  

科の運営、②へき地医療支援機楕の運営、③研修人事  

ローテーションの運営、④奨学生、研修医の指導研修  

センターの運営、⑤へき地医療計画策定会雑の運営と  

いった機能を持たせ、窓口を一本化させ、リソースを  
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集中的に管理する。運営は自主的なものとする。  

・へき地医療拠点病院等の中核的な病院への支援につ  

いては、医師の集約など、他の病院等から医師の引き  

抜き、これらの病院の廃止や診療所化を招くことにつ  

ながる。それは、地域住民の医療へのアクセスの狭小  

化を招きかねない。地域の医療機側に配慮し、憮主に  

進めるべきである。（再掲）   

○なお、へき地医療に対してある一定期間支援した場  

合に社会医療法人の指定を受けることができるが、認  

定要件となるのがへき地診療所に対しての支援のみで  

あり、へき地にある病院への支援も認定要件として認  

めてもらいたいとの意見もあった。  

2）へき地診療所に対する支援について  

○へき地診療所の施設整備の拡充について  

3）情報通侶技術（IT）による診療支援について  

○へき地における遠隔医療は大きく以下の2つに分け   ○ へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハ   

られる。へき地医療拠点病院においては、263施設中38   ンディを克服するためのツールとして、情報ネットワー   

例（14．4％）が遠隔医療を実施している。   クの整備は不可欠のものである。できるだけ、ブロード   

① 在宅の患者さんに直接健康管理を行うもの。この中   ′〈ンド環境（光ファイバー網）であることが望ましい。   

に医師が直接指導する場合と保健師あるいは助産師、   ○ へき地等における医療機関から24時間365日いつでも   

看護師が指導するものが含まれる。   気軽にlTを利用した相談（遠隔画像伝送等）や、TV   

② 医師同士の診療支援ということで、特に一人で診療   会繕などができる体制の整備が必要である。   

をされているような先生方について、専門医がどのよ   ○ICTによる遠隔医療は、対面診療が原則であるこ  

うに支援を行えるかという観点から考えている画像診   

断等の診療支援の仕組み。  

○ なお、電話は最も基本的かつ推にでも容易に利用可能   

な通信手段であり、健康・医療の分野において、コール   

センターの活用が進んでいることから、遠隔医療lこおい   

ても官話の活用が考えられる。コールセンターと相談デ   

ータベースのクラウドシステムの構築により、センター   

化とローカライズを同時に実現することで、遠隔医療マ   

ネジメントの質の向上が期待されるという提案があっ   

た（参考○）。  

と、標準的で開放的なシステムであること、財源面を含  

め安全性・安定性に優れたものであることなどが必要で  

ある。  

4）ドクターヘリの活用について  

○ へき地医療の現場から、医師や救急車不在を回避する   

ために、ドクターヘリの活用は積極的に推進していく必   

要がある。  

○ へき地等の多い中山間地域では、ヘリが着陸できない   

地域が多いためヘリの離発着場の整備も必要である。  

○ へき地医療現場からのヘリ搬送については、ある程度   

のオーバートリアージを容認する姿勢を明確にしてお   

く必要がある。  

○ 地理的要件によっては、海上交通の選択肢しかない場   

所もあり、距離が遠い離島地域については、ジェット機   

の活用も検討されるべき。  
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5）その他   

○ 地域における病院間の連携をしっかりと取り、そこに   

へき地も組み込むという体制にするべきであり、単なる   

医師の取り合いになると、へき地は負けてしまうという   

意見があった。   

○∵ネサや床以下の如浦痍峠、J総食奉の青鹿・激動こ適           ○ また、200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っ   
ており、このような中小病院対策も考えてほししiという   し瑚軸鱒酷軸鯨、漸や捌纏㈱輔潮抑頗紳   
意見があった。   あ棚席料軸七帆儀ぎ車載青舶、：棚鹿と庭中づ  

輿＝孝輌離秦紙舶横願舶陣勘晴煎瀬紅  

拗蠍溌脳凍わ、カネを投入じ吏レ古かり七ごさ入れ  

をする必要があるこ。   

（4）へき地等における歯科医療体制について  

○ 歯科においても医師等に対する対策と同様の取り組み   

を行うとともに、特に次の点について重点的に取り組む   

必要があるとの捷案があった。   

① へき地医療支援機欄lこおいて、歯科医療や口腔ケアに   

ついて医科との連携を含め、コーディネイトできる体制   

がまだ十分でないことから、へき地医療支援機構の強化   

の中で、地域の歯科医師会や歯科大学・歯学部との連携   

の推進など、歯科医療や口腔ケアの確保に向けた人体的   

な対応が可能となるような方向付けをすべきではない   

か。   

② 歯科大学の卒前教育や臨床研修においてへき地歯科  

医療に関する教育・研♯が必ずしも十分でないことか   

ら、カリキュラム等のなかでへき地歯科医療に関する内   

容の充実を園るべきではないか。また、へき地歯科医療   

の確保が困難な都道府県lこおいては、自治体などの奨学   

金制度の充実も検討詳糧のひとつではないか。  

③ へき地住民の必要に応じ、へき地医療拠点ホ院尊から   

歯科医師を派遣するなどの機能を強化する必要がある   

ことから、へき地医療を支えるへき地医療拠点ホ院の機   

能の中に、巡回歯科診療や訪問歯科診療などの歯科医療   

提供体制の確保を明示するとともに、へき地住民の口腔   

機能の管理などを担う地域歯科保健活動についても支   

援できるようにすべきではないか。  

（5）へき地等の医療機関に従事する医療スタッフについて   

○ へき地で勤務する看護師への支援等について以下の捷  

案があった。  

① へき地看護に従事する看護職の実態というのが明ら  
かになっていないことから、都道府県等において必要な  

調査を実施すべきである。  

② 都道府県斗位の人材書成として、都道府県立の看護  

師暮成所等が看護の十分行き届いていないところや、人  

材等支援が必要なところに対して寄与していく役割を  

強化していくことや、学生が将来も含めて働いてみたい  

と思えるような離島・山村等に関心を持たせる教育が必  

要である。  

また、キャリア開発支援を視野に入れた人事交流や  

○ 医師だけでなく春雄師をはじめとする医療スタッフの   

派遣も視野に入れる。  

○ 常勤でのスタッフ確保が困難な場合は、隣接する市町   

村が広域で運営を行い（身分を同じにする）、診療所を出   

弓畏診療所化するなど、医療機関の再績も視野に入れて検   

討を行う必要がおる。  

○ 医療スタッフのモチベーションを高めるためにも、業   

務の権限委細に向けた環境整傭、研修体制の必要性が指   

摘できないか。  
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派遣制度等の仕組み作りができないか。都道府県看護協  

会等が各地域でネットワーク組織を作り、現職場での退  

職を検討している者などがへき地看護の従事につなが   

るような機会を作るとよいのではないか。  

③ 都道府県担当部手又はへき地医療支援機橋が中心に  

なって、看護協会、看護師養成所等、へき地医療拠点病  

院、日本ルーラルナーシング学会が協力して、支援ニー  

ズの明確化と支援方法を検討して、支援を実施していく   

ことが大事だと思う。  

看護活動に関して相互的なコミュニケーションによ  

る支援というものがすごく重要なのではないかと思う。  

集合研修ということでは支援が難しいへき他の状況  

があるので、認定看護師等のへき地看護経験者の登録制  

度を設けて、へき地に出向いて支援できるような仕組み   

を作るといいのではないかと思う。  

5 今後のへき地保健医療施策の方向性について  

（1）国、都道府県等が果たすべき役割について   

① 第11次へき地保健医療計画策定にあたり、今後都道府  

県は、へき地を中心とする地域医環の分析を行った上で、  

こめ度例示する先進事例を参考にして、改善策を1体的に  

策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、  

園は研究班を活用するなどして、そのフォローアップを行  

うような仕組みを作る必要がある。この際併せて、地域枠  

選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着  

率を上げるための方策についても検討することが重要で  
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ある。  

②国は、全国のへき地医療支援機榊の専任担当官等が参加  

する「全国へき地医療支援機構等速給金嬢（仮称）jを設  

け、都道府県間の格差の是正や各都道府県間にまたがる事  

項の調整などを、園と共同して実行する必要がある。  

（2）へき地医療支援機榊の強化と新たな役割について  

へき地医療支援機構は、代診医派遣等の従来の機能を拡充  

させるため、医育機関やへき地医療拠点病院と研整しなが  

ら、へき地保健医療施策の中心的機関として、地域の実情に  

応じたドクタープール機能やキャリアパス育成機能などに  

主体的に関わることが期待される。  

人体的に園は、本報告暮を踏まえて機構が果たすべき役割  

や位tづけを明確化し、都道府県等に周知・徹底していくと  

ともに、これら新たな機能を果たすべく、へき地医療支援機  

檎等の強化に向けて、圏、都道府県等は積極的に支援する必  

要がある。なお、へき地を有しているが機構未設置の県につ  

いては、設置を行うようにすべきである。  

（3）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築に向けて  

この度、へき地に勤務する医師のキャリアデザインのモデ  

ル例を作成したので、都道府県はこのモデル例を参考にし  

て、関係者間で協議しながら地域にあったキャリアデザイン  

作りに取り組んでいく必要がある。  

また、へき地医療への動機付けとして、地域の医療を担う  
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「総合医」育成を促進する一方、「へき地医療専門医（仮称）」、  

「地域医療修了医（仮称）」等新たな称号や資格化について   

は現時点では様々な課樋があり、直ちに制度化することは難   

しいものの、引き続き関係者と協議しながら研究班等で検討   

していく必要がある。   

（4）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  

今般、診療報酬上、DPC対象病院における新たな機能評   

価指標に、へき地医療拠点病院が選定されたことを踏まえ、   

また質を確保する観点からも、拠点病院の実績や体制にあっ   

た新たな評価指様について、今後研究班等で検討していく必   

要がある。   

（5）情報通借技術（IT）による診療支援について  

へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハンデ   

イを克服するためのツールとして、情報ネットワークの整備   

は不可欠であり、へき地診療所がへき地医療拠点病院等と常   

時相談できるような体制整備等に向けて、引き続き支援して   

いく必要がある。   

（6）ドクターヘリの活用について  

へき地医療の現場から、医師や救急ヰ不在を回避するため   

に、ドクターヘリの活用は積極的に推進していく必要があ   

る。   

（7）歯科医療、看護職篭への支援方策について  

へき他事Iこおける歯科医機体制、事績職零への支援方策な   

どについても、原則、医師等lこ対する対策と同様の取り組み   

を行うことが必要であると考える。今後関係者間での協縫や   

研究班等での検討を踏まえて、井体的な施策に結びつけるよ   

う、国は引き続き支援していく必要がある。   

6 終わりに（P）  

・iも∫  

盲【・′●脇   



（検討会報告書別添案）  

へき地医療に関して先進的な取組みを行っている都道府県の例   

1．長崎県の離島医療体系図（一部抜粋）  

長崎県へき地医療支援機構概要   

長崎県の離島・へき地医療は、主に長崎県、関係市町、長崎大学、国立長崎医療センター、長  

崎県病院企業団、離島の公設診療所などが有機的に連携してマネジメントされている。こうした  

地域医療を支える県の養成医制度として、長崎県医学修学資金貸与制度（昭和45年創設）と自治  

医科大学派遣制度（昭和47年創設）があり、この制度で養成された医師は国立病院機構長崎医療  

センターと長崎県病院企業団の基幹病院で初期臨床研修を受け、主に離島にある長崎県病院企業  

団病院に勤務する。標準的な義務年限は、研修期間も含めて医学修学資金貸与制度が12年、自治  

医科大学派遣制度が9年で、義務期間の途中で希望する医療施設においてそれぞれ1年間の再研  

修、再々研修を受けることができる。  

長崎県離島・へき地医療支援センター（以下、支援センター）は、従来の長崎県へき地医療支  

援機構の業務に加え、代診医の派遣や常勤医師を確保することで、主に離島の公設診療所を支援  

する目的で設置された。この支援センターの特色ある支援事業として、「ドクターバンク事業」と  

「しますけっと団医師斡旋事業」がある。  
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「ドクター／くンク事業」では、離島の市町からの要請に応じて、全国から診療所常勤医師を公  

募し、県職員として採用した上で診療所へ派遣する。2年間を1単位として、1年半の離島診療所  

勤務の後は、希望に応じて半年間の有給の自主研修が保証されている。また、常に支援センター  

の専任医師が相談に応じる体制となっており、こうした連携強化によってチームで離島・へき地  

の医療を支えるという意識を育み、常勤医師の負担軽減を図っている。診療所常勤医師の募集の  

ため、支援センターが主体となって毎年定期的に都市部で医師募集説明会を開催している。   

「しますけっと団医師斡旋事業」は、離島■へき地の市町から代診医派遣要請を受け、支援セ  

ンターが「しますけっと団」に登録した医師あるいは医療機関を調整して斡旋する事業である。  

常勤医師の学会出張や休暇、病気の際の代診、そして専門外の医療分野の診療応援などを行うこ  

とで、常勤医師を支援するシステムである。   



2．高知県へき地医療協議会  

総 会：1固／年  

幹事会：3ケ月毎  
三権分立の関係  

高知県（主管課：健康福祉部医療薬務課）  

負担金■人事   

派遣されている医師数  

へき地医療確保  
人事ヒアリング  

＆アンケート  

支援機柑こよる  

継続派遣  

村への指導  によって負担金が異なる  

労務環境・QO」向上  

後期研修・定期医師研修   
高知話診医会（34名）  

自治体間における   

横のつながり  
地域住民の健康管理・地域医療千献  

i宇田努：「都道府県へき地・離農保健医療計画策定に向けての事例集（平成19年度牌」から  

高知県のシステムは、「人の輪」で構成されている。   

自治医科大学卒業医師を受入れている市町村の間の格差を解消し、どの市町村に赴任しても同じ条件で、  

かつ気持ちよく勤務ができる環境を作ることを目的として、市町村の枠を越えた横のつながりを持つ組織と  

して、昭和61年に「高知県自治医科大学卒業医師勤務市町村等連絡協請会」が設置され、さまざまな課題  

について議論することとなった。これにより、自治医科大学卒業医師と受けいれる市町村、医師を派遣し市  

町村を指導する立場の県が、相互理解を深めることが可能になった。県内のへき地医療機関における勤務の  

条件が均一となり、各市町村から一定の負担金を拠出してもらうことで「在籍出向」の形で後期研修を行う  

システムが確立した。   

続いて、自治医科大学以外を卒業した医師にも、協譲会に参加してもらうために「腕白治医大」のキーワ  

ードのもと、平成10年に名称が「高知県へき地医療協雄会」に変更された。   

それを機に当初、自治医科大学卒業医師のみで発足した協練会の医師部会も「高知諸診医会」と改組され  

て今日に至っている。   

いまだ、自治医科大学卒業医師が中心ではあるが、高知大学の出身者も含んだ「高知詩診医会」が、高知  

県、各市町村の三者で、「三権分立」と表現されている対等な立場でマネジメントをしていることが特徴で  

ある。  
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3．新潟方式  

古典的な医局人事によるへき地への医師の配置  

新潟大学大学院 医歯学総合研究科総合地域医療学講座井口清太郎 先生の協力を得て作成   

新潟は、「医局人事によるへき地への医師の配置」と言うことができる。   

まず、前提として、以下の3つが新潟県の特徴としてあげられる。  

1．自治医科大学卒業医師のほとんどが新潟大学に入局すること   

2．ほかの県と違って、新潟大学の医局の細緻の力がしつかり残っていること   

3．新潟大学の内部に「自治医科大学卒業医師は同じ仲間である。」という認級があること   

上記の前提のもとで、園にキーパーソンと示した人物が、新潟大学と新潟県の間、現在は福祉保健部を中  

心として県と大学の間をうまく調整することによって派遣先をきちんと確保しており、義務内のへき地勤務  

を行っている。義務年限終了を待って大学で研究を行って学位を取得することや、専門医の資格を得ること  

もできるようになっている。義務後も医局の人事で県内のへき地医療機関に赴任して、その後、キャリアデ  

ザインの最終段階としては中小の県立病院の病院長職等が考えられている。   

以上のことから、医師が誇りを失わずに帰属できる場所があり、それが構造として維持されていれば、キ  

ャリアデザインがうまく機能するということが舌えると考えられる。  

さ▲   



4．鹿児島方式  

鹿児島県へき池医嬉支援機†集 代診医派遣システム  
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平成19年7月まで   平成19年8月以降   

事 務 局  霧島市立医師会医療センター内   県立病院札内（＋4地域毎の県立病院総務課）   

専任担当官  上記センター勤務医師 1名（自治医大卒）   県立病院事業管理者が兼務 1名（医師）   

組織体制  

制 

ことができた。   
。 ◎轟泡毒鞭≡琴詣壷読癖警  

会概開催  菅躍謂ヂ講読ヂ舐誌毒照相姦孟夏禦㌢  ●磁器慧肇弼露熟孟孟訴謬繁   

代診医派遣 の協力医師  土盛壷轟転鰐藍酢鮎声粟野卒’   ；讐森澤肇欝粁ない体制   
派遣対象  公立医療機関   原則として，常勤医のいる公立診療所の代診医派池   

メリット  ・電陪で気軽？に応嬢中綿できる   ：品高ナ録  
遽蘇通旨彗壷等紆警駄禦誰晶甜譜夏  
病院内の協力体制をつくりやすい。   

デメリット  ‥  ■等差産品㌫   

集積資料  

（輔）うち「独和蹄拗抄ター」分  

協力病院数 医師数 派遣日数  医師数 派連日致  年 度  

平成14年度  

平成15年康  

平成16年虔  

平成17年康  

平成18年度  

1ケ所  6人  21日間  6人 21日間  

2ケ所 11人  23日間  10人 20日間  

3ケ所  25人  57．5日間  20人 47．5日間  

2ケ所 15人  23日間  14人 22日間  

2ケ所  6人  7日間  4人  5日間  

）  

平成20年虔  

）  

5ケ所  20人  23日間   

8ケ所  61人113日間   

8ケ所  42人  ア0日間  

3人  3日間   

3人  6日間   

3人  6日間   



へき地医療支援機構・地域区分図  

凡  例  
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5．島根県方式  

島根県の地域医療施策の取組経緯とポイント  

・赤ひげパンク（眩飾蛙録憫度）  

（故に無料．職業紹介所〉  

・へき地医療奨学金制度鋼股  

・隠師櫓保対清窒股欄   

や職在動脈鏑旅虜暮鸞ほ、鵡持咋職印n柵断た市郎）み  

★地域医療施策の取組のポイント   

①へき地勤楕匿鱒積保也義鋸へき埠臣■文雄会義に改称）をれ主導で大事の協力を得て股tした。  
（この食で大学からの♯規漬遭匿静と自治霞の派1椚暮を行うことが可能になった〉   

②■血中央■虎の■木耳書方針の3木柱の一つに「へき地丑■支援体側の充儀汀が位膚づけられた。  

③へき馳蜃■支嬢機構をH川Iこれ土中央ホ恍に鮫t．そして、州別こは■任租当暮をE正．さ引こ、  
H柑にはれ儀■鶴牧錮偶に重機機≠と■任地当書を移し、れの施策として地媚臣■支援に  
取り鶴む襲わを明確化した．  

㊨川8には医師確保対策王を股tし、スタッフを拡充するなど推遺体制を書傭したe  

t⑤現在，▲繊大学電攣ヰとの連携を削ヒし、地域匿■に構わる医師の書嵐研♯匿の定義策に力を  
入れている。今後は、爽学食貸与匿師事のRt桝iについても大撃との協■により実施予定。  
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島根県の医師確保対策手業の概要  

島根大学医学部  

く▲櫨大事の取り組みと■の支は〉  
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検討会報告書参考資料1（案）  

へき地医療に関係する地域医療再生計画について  

Pl：へき地医療に関する事業を含む地域医療再生計画一覧  

【上記以外で、へき地医療について参考となる地域医療再生計画の例】  

（現在、調整中）  
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へき地医療に関する事業が含まれている地域医療再生計画一覧  

（平成21年11月26日現在）   

各都道府県より提出された地域医療再生計画について、「へき地医療」に関する事  

業が含まれている計画は以下のとおりである。  

都道府県   対象地域   

青森県   西北五   

庄内・最上  

山形県  

置賜   

福島県   会津一南会津   

茨城県   水戸・日立・常陸太田・ひたちなか   

栃木県   県西   

三重県   南勢志摩   

広島県   福山・府中   

東部Ⅰ  

徳島県  

西部Ⅱ   

高松  

香川県  

中譲   

宇摩  

愛媛県  

八幡浜・大洲   

福岡県   八女・築後   

長崎県   佐世保・県北   

熊本県   天草   

鹿児島県   奄美   

沖縄県   宮古・八重山   
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検討会報告書参考資料2（案）  

へき地に勤務する医師のキャリアデザインとへき地勤務の評価について  

「現状に即したへき地等の保健医療を構築する方策および評価指標に関する研究」研究班  

1．参考とした各地域の事例について（長崎県、高知県、新潟県）  

資料①、②、③  

2．へき地に勤務する医師のキャリアデザインのモデルについて  資料④  

1）へき地の診療所等（診療所および小規模病院）、へき地医療拠点病院等（基幹的病院を   

含む）、大学の3つの柱の間を異動しながらキャリアを重ねていく構造である。  

2）初期臨床研修、へき地等の勤務、生涯研修、学位・専門医取得等について、へき地   

医療支援機構（へき地保健医療対策協社会）が調整を行う。  

3）このキャリアデザインで働く間は、身分が保証され、公的年金も継続される。  

4）最初の10年間で、へき地医療専門医（後述）等の地域医療系の専門医を取得できる。  

5）10年目以降に学位の取得を希望する場合には、学費の援助等を行う。  

6）10年目以降には、臓器別専門医の取得についても配慮する。  

7）このキャリアデザインで過ごした医師の最終的な地位としては、大学等の教授一部長   

等、へき地医療拠点病院等の部長・病院長等が考えられるが、このキャリアデザイン   

で20年以上勤務している医師を優先する等のインセンティプを与えるものとする。  

8）キャリアデザインと3、の評価の関係は密接であり、ともに考慮する必要がある。  

3．へき地に勤務する医師を評価するシステムについ  資料⑤  

1）へき地等に勤務する医師について、「へき地医療専門医」（仮称）制度を創設する。   

専門医認定の条件は、a）認定された施設で臨床研修を受けて一定の診療能力を持つ、   

b）一定期間のへき地勤務の経験の2つとする。診療報酬や補助金の増額等のために   

は、「へき地医療専門医」（仮称）が公的な資格である必要がある。  

2）「へき地医療専門医」（仮称）の勤務する施設としては、へき地等の診療所をはじめと   

して、へき地医療拠点病院あるいは基幹的医療機関、大学等が考えられる。   

へき地等の診療所には「へき地医療専門医パ仮称）が診療する場合の診療報酬を上乗   

せする等のメリットを与える。へき地医療拠点病院あるいは基幹的医療機関に対して   
は、「へき地医療専門医」（仮称）のための定員を確保するとともに、一定数（割合）の   

「へき地医療専門医」（仮称）が勤務している場合は、施設に対し補助金を交付する。  

3）上記のシステムを由滑に運営するためには、国の積極的な関与を受けたへき地医療   

支援機横（へき地保健医療対策協諌会）が重要な役割を果たすべきである。  
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4．「へき地医療専門医」（仮称）の認定組織について  資料⑥  

研究班としては、へき地医療支援機構の全国組織を学術団体へ格上げして認定組織とする  

ことを提案するが、その他の考え方についても整理したのがこの資料である。  

「現状に即したへき地等の保健医療を構築する方策および評価指標に関する研究」研究班  

自治医科大学  鈴川正之  

札幌医科大学  浅井康文  

鹿児島大学  嶽崎俊郎  

島根県立中央病院  大田宣弘  

国立長崎医療センター  米倉正大  

帝京大学  井上和男  

自治医科大学  中村好一  

台東区立台東病院  杉田義博  

自治医科大学  今道英秋  
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資料①長崎県の離島医療体系図（一部抜粋）  

山西幹夫‥「都道府県へき地・離島保健医療計画策定に向けての事例集（平成19年度版）」から  

資料②高知県へき地医療協議会  
総 会：1回／年  

幹事会：3ケ月毎  
三権分立の関係  

高知県（主管課：健康福祉部医療薬務課）  

地医療確保  
人事ヒアリング  

＆アンケート  

支援機柵による  

労務環境▲QOL向上  

後期研修■定期医師研修   高知諸診医会（34名）  

自治体間における  

横のつながり 地域住民の健康管理畑域医療貢献  

澤田 努＝「都道府県へき地・離島保健医療計画策定に向けての事例集（平成19年度版）」から  
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資料③新潟方式  
古典的な医局人事によるへき地への医師の配置  

新潟大学大学院医歯学総合研究科総合地域医療学喜萬座井口清太郎先生の協力を得て作成  
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3本柱キャリアデザインの説明  

大学等（研修部分では大病院を含む）・へき地医療拠点病院等（地域の中核的病院  

を含む）・へき地診療所等（へき地にある病院も含む）の3本の柱を行き来しながらキ  

ャリアを重ねていく構造である。  

10年目ごとに、一年の自由期間を設けてあり、この時は3本の柱から離れて自  

分のキャリアアップを図ることもできる。臓器別の専門医の研修、基礎研究、留学、行  

政での活動経験を得ることなどが可能となるとともに、次の10年をどのように過ごす  

かを考える期間にもなる。  

基本的には3本の柱の中であれば、どのように移動していってもかまわないもの  

とする。最初の20年においては、へき地診療所等を最低1／3含むことが前提になる？  

3本柱のどこにいても、他の2本へ移動することが可能であることを保証する。これら  

の移動は、へき地保健医療対策協議会を通じてへき地医療支援機構が調整するものであ  

る。  

このように3本柱間の長期間にわたる移動を前提にしているので、このキャリア  

デザインで動いている場合には、身分的な保証・年金の継続の保証などを考える必要が  

ある。  

最初の10年においては、プライマリーケア専門医を含む地域医療関係の専門医  

を取ることを一つの目標とする。あらたに、へき地医療専門医として専門医化するかど  

うかは議論のあるところである。  

10年を過ぎたところから後では、大学院において学位を取ることを可能とする。  

この間、収入が減ることについては、大学院の学費を援助するなどの方法が考えられる。  

また、へき地診療所等・へき地医療拠点病院等に非常勤で勤務して、収入が得られるよ  

うにする。  

同様に、10年を過ぎたところから後では、臓器別の専門医をサブスペシャリテ  

ィとして取得できるように配慮する。大学等・へき地医療支援病院等での研修が必要に  

なると思われるが、3本柱の移動の中でこれが可能になるようにする。  

このキャリアデザインで過ごした医師は、最終的には、大学等の教授又は部長又  

は病院長・へき地医療支援病院等の部長又は病院長・へき地診療所等の所長・病院長な  

どになることが考えられるが、その際に、このキャリアデザインによるキャリアが20  

年以上ある場合を優先するなどのインセンティブを考えるべきである。  

へき地医療支援機構は、このシステムの中で非常に大きな役割を果たす必要があ  

る。つまり、このようなキャリアデザインを保証し、三本柱間の調整をしなければなら  

ないからである。各都道府県はへき地医療計画を立てる上で、へき地医療支援機構を強  

化しながら、このキャリアデザインに則ってキャリアアップを図る人材を確保するよう  

に努めなければならない。  

1．  

2．  

3．  

4．  

5．  

6．  

7．  

8．  

9．  
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10・ つまり、へき地医療支援機構は、大学等ともへき地医療について、緊密に連携を   

図る必要がある。とくに、地域枠の学生のいる医科大学などにおいては、早急にキャリ   

アデザインを明らかにする必要があり、これを怠ればせっかくの地域枠の医学生が他の   

医学生と同様になってしまい、地域医療に従事する医師は増加しない。  

11・ このように、大学といえども、地域枠のあるところや自治医科大学などのように   

へき地・地域医療に従事する学生を育てるところにおいては、担当教員はこのような医   

療に理解があり、かつ経験を持つべきであり、へき地・地域医療経験者をその教員とし   

て採用すべきであるし、教授などの地位にあるものは、少なくともへき地へ行った経験   

を持つべきである。この3本柱デザインでは、いずれは、このデザインで20年以上の   

経験があるものを地域医療関係の部署に、優先的に配置できるように考えている。  

12・ このような、各都道府県ごとの3本柱体制が、強化されたへき地医療支援機構の   

指導の下で動くことができるようになったら、さらに、各都道府県のへき地医療支援機   

構がすべて参加して、仮称・全国へき地医療支援機構会議のようなものが作られるべき   

である。  

13・ 全国へき地医療支援機構会議は、各都道府県間にまたがる事項の調整（結婚した   

医師夫婦の勤務先の調整など）や、都道府県間の格差の是正などを、国と共同して実行   

する必要がある。  

14・ このようなキャリアデザインを実施するにあたっては、へき地を含む地域医療の   

重要性について、国民のコンセンサスを求める必要がある。国民全体が臓器別専門医に   

のみ期待している現状では、総合医は重要視されず、このキャリアデザインに参加する   

医師は少なく、国民の評価は低いままである。もし、地域医療をセイフティネットとし   

て扱うのであれば、警察・消防・初等教育と同様に地域医療に従事する医師を（国家）   

公務員的な扱いをするべきであるし、小学校の教科書においても、地域医療を学ぶべき   

であろう。  

15・ へき地医療のキャリアデザインやへき地医療の評価については、小手先の改革だ   

けでできるものではない。それが50年にわたって検討会が行われてきてしまっている   

ことに表れていると思われる。日本国の医療をどうするかについてよく検討して、その   

中でへき地・離島医療を重要かつ必要な医療・政策であることを国民として認識して、   

はじめて地域医療に一生をささげたくなるような医師が出て、このキャリアデザインプ   

ログラムでキャリアアップして行くことができるようになる。そしてこのような医師が   

大学等の教授や拠点病院等の部長又は現場の診療所長として働くようになる30年後   

には、へき地医療が国民の医療として定着するものと考える。  

－7一  
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へき地に勤務する医師の評価に関して  

へき地に勤務する医師  「へき地医療専門医（仮称＝の勤務する場所  

へ へき地・離島勤務医師の賞の保証  

へき地医療専門医（仮称）  

○認定された施設で、臨床研  

修を受けて一定の診療能力  

を持つ（第一段階）  

○一定期間のへき地一離島勤  

務の経験（第二段階）  

へき地医療専門医のため  

の医師の定員の確保  

へき地医療専門医のため  

の常勤医師の定員の確保  

診療報酬の増額  

へき地医療専門医による  

診療にはさらに上乗せ  

一定数（割合）のへき地医  

療専門医の勤務により、施  

設に対して補助金の交付  

へき地支援部を設置し、へ  

き地医療専門医を登用  

公的な組織が施設・カリキュ  

ラム・修了・経験を認定  

都道府県内で統一された  

報酬および待遇  ‘⊃○  

へき地医療専門医のため  

の医師の定員の確保  自治体間の異動については、  

勤務期間を通算  
へき地医療専門医の大学  

院進学への援助  勤務後、留学・学位取得・研  

究等のなどの機会の付与  

他の専門医取得のための研  

修が行える   

国の積極的な関与を受けたへき地医療支援機構（へき地保健医療対策協議会）による円滑な運営  

総合的な診療および総合的な診療を行う医師についての国民的理解  国としての啓発   



へき地医療専門医の認定について  

名称（仮）   概要   評価・認定のシステム   ポイント   課程   

認定された施設での岳床研修や－  全国的で公的な組織が施  ①専門医制度とは別に、へき地に勤務  ①認定を行う細緻として、全国へき地       萱（仮  

定期間のへき地卜離島勤務経験を  設・カリキュラム・修了・  する医師に対する称号を付与するこ  和が1つの候補であるが、行政組織で可肯紛、どうか。  

A   
へき地医療専門医                             経て、一定の診療能力を認定され  徳験等を認定する。   とができ、へき地勤務医に対する国民  ②舌動場所カシ＼き地に限定され、へき地以外でのキャリア形成  

（仮称）   た医師を「へき地医療専門医」と  的な理解や評価、権威付けにつなげる  には役立たなし伺簡惟がある。  

して認定し、彗詭   やポスト  ことができる。   ③ポストを確保する施策tインセンティブをどうするか。  

面（大学教員等）で優遇する。  ④大学院入学や留割こ要する費用負担の問鼠   

自治医科大学および各大学医学部  各大学において、大学規則  ①法的に措置が不要。各大学の判断の  ①索敵こへき地こ勤務している医師にとって、 

において大学規則等において、個  等に制度を設け、個別に認  みで対応可能。   かどうかが疑問。  

各大学において個  
B  

別に認定   キュラムを修了した者等に対し、  に近しり   号を付与することができるが、へき地  な支援にリンクさせることが難しい。  

「00大学認定地域医療修了医  勤務医に対する国民的な理解や評価、  ③地域枠学生に対して新しいカリキュラムを課す場合、カリキ  

（仮称）」等の付与するもの。  権威付けに繋げることまでl親しい。  ユラムが棟数存在することとなる。   

産業医のような法定資格。   自治医科大学や所定のカリ  ①資格取得者については、国が政策的  ①産業医と柵こ、資格を持っていない医師はへき他に勤務す  

（虚業医の場合）   キュラムを修了した者等に  に支援。   ることができないとすることは非現実的である。  

事業者が産業医を選任し、労他者  資格を付与する。   ②乗務範囲を「へき地等」とし、へき  ②資格を持った医師をへき地に配たするように義務づけない場  

法定の資格・ポスト                                の健康管理等を行わせるものとさ  （産業医の場合）   地以外にも準へき地（労働者派遣法上  合、「具体的にどのようなことを行うのか」「制度上なぜ必要か」  

C  
を創設するもの   れ、産業医はそのために必要な医  産業医の養成等を目的とす  のへき地）等医師不足地域もカバ」で  という説明が必要となる。  

（産業医認定制度に  学に関する知識を備えた看でなけ  る課程を修めた者等を規定  きるようにすることを検討。   ③例えばへき地医療等に関わる役職について「一定期間のへ  

準じたシステム）  ればならないとされている。（労働  している。（労動安全衛生規  き地勤務」等の就任要件を法令上定めることで、結果的に「へ  

安全衛生法第13条）   則第14斜  き地医療の専門家」としてマーキングすることが可能となる  

ことから、資格制度を個別に創設する必難がないと解釈さ  

れる。   

プライマリケア系  へき地医療に一定期間従事するこ  一定のカリキュラムを修了  ①三学会が厚生労散大臣に届け出た  ①≡学会とは目的が異なる。  

連合学会専門医を  とを総合医の能力の向上に資する  することや、へき地医療の  後には、三学会総合医として広告が可  ②へき地医師が、三学会総合医の資格を望むかどうか不明。  

準用   ものと評価し、三学会認定医の認  従事報を評価し、   能となる。   ③要件磯和実：三学会総合医の認定要件が厳しくなった場合、  

D  

の緩和   験免除等）につなげ、へき地勤務  緩和する。   合医につなげることにより、その後の  4．． ：へき地という特殊性はあるが、専門医の要件認定  

2）書式験等を要さず  を、三学会総合医の資格にリンク  2）試験等を要さず資格を  キャリアがへき地に限定されなくな  の一尉酎ヒの流れに逆行する。  

に資格を付与   してし（く仕組みを作る。   付与する。   る。  

三学会とは別の学  
①新たに専門医を創設するためには、受け皿となる学会が必要  

E  
三学会総合医とは別段階の専門医  することや、へき地医療の  へき地勤務医の実柵こあった制度を  となる。全国へき       絡会議（仮称）が母体となり、  

格を創設するもの   
資格を創設し、付与する案。   従事経験を評価し、資格を  新しい学術組織を創設することl柵、。  

付与する。   ②開業医との住み分けをどう行うのか。  

表  



匡垂二司  

報告書骨子案について、各委員からいただいたご意見  

（50音順）  

P l…内田健夫委員  

P 4・‥奥野正孝委員  

P 8…澤田努委員  

P12‥・溢谷いづみ委員  

P16…神野雅子委員  

P20…鈴川正之委員  

P22…対馬逸子委員  

P26…角町正勝委員  

P30‥・前野一雄委員  

P34…吉新通康委員   



へき地保健医療対策検討会幸艮告書骨子案に関するご意見について  

内田健夫 妻員   
骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお書きください凸）   

3へき地等における医療提供体制を構築する各主体の役割として求められる  
こと  
（1）都道府県の役割として求められること   
○ 地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善   
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー   
アップを行うような仕組みを作るべき   
○ 地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒薬医師の活用方法や定着率を上   
げるための方策について検討することが重要。   
○ 地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地   
医療支援機柵）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学   
と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取   
組が必要。   

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
○ 市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努   
力することが必要。   

「総合医」の定義等が不明の現状で、国が推進していくことには反対である。し  
たがって、修正、削除して欲しい。  

本検討会は、あくまでもへき他における医療対策のために設置されたものであ  
り、全国的、普遍的な制度を論舌鼓する唱ではない。  

医師不急地域、人口希薄地域では、症例数も少なく、専門医が活躍する唱が  
限られている。したがって、へき他において、全般的な初期診療を担うことがで  

（3）国の役割として求められること  
きる医師を養成する必要性はある。  

○ 地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要   
しかし、特に重要なのは、ファーストエイドとしての救急医療と、専門医への紹  
介の適否など臨床判断ができるかというこ点である。  
つまり、求められているのは、諸外国で見られる専門医としての「総合医」では  

ない。プロフエツショナル・オートノミーに基づき、国のコントロール下に置かれる  
ことなく、へき地で活㌍する個々の医師が、それぞれの専門性を持った上で、  
適切な初期対応を行うための生涯教育を進めるべきである。  
日本医師会の生涯教育カリキュラム2009では、「頻度の高い疾病と傷害、それ  
らの予防、保健と福祉など、燵康にかかわる幅広い問題lごついて、わが国の医  
療体制の中で、適切な初期対応と必要に応じた縫続医療を全人的視点から提  
供できる医師としての態度、知芸鼓、技術を身につける。」と、一般目標に掲げて  
いるところである。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお醤きください。）   

（4）大学の役割として求められること   
大学での医学教育のみで、「地域医療修了医」のような肩省きを与えるのはい  

○大学の医学教育において、へき地医療支援機梢のしくみに関することをカリ   
かがなものか。したがって修正、削除して欲しい。  

キュラムに盛り込んでいくことが必要。   
地域医訊こ関する医学、医術は、医学部教育だけではなく、医師が、自身の専  
門性の向上とともに、医師免許取得後の自己研錯、実地での経験を椛み重ね  

というような肩書きを与える。   
て習得していくものである。   

（5）学会等の役割として求められること   「総合医」の定義等が不明の現状で、プライマリケア学会等閑避3団体の法定   
○ 総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡  医制度を拡充することには反対。総合医の認定がへき地対策になるかは疑   
充   間。したがって、修正、削除するべきである。   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等  
○ 普及・啓発について（住民が、へき地勤務医の生活面での実情を理解する   
ようにしていく）   

4 へき地保健医療対策に関する今後の具体的支援方策   
（1）新たなへき地医療支援機構の相葉について   

へき地医療支援機欄の見直し案は、実施主体をへき地医療拠点病院など特定  

第9次計画より活動してきたへき地医療支援桝削ま、へき地診療所に勤務する   の病院にするものである。  
「『医局的な機能』を持たせる」ことは、支援機梯の実施主体となった病院に医  
師を集約させるものであり、他の病院等から医師の引き抜き、これらの病院の  
廃止や診療所化を招くことにつながる。それは、地域住民の医療へのアクセス  
の狭小化を招きかねない。慎重に進めるべきである。  

置の県については、設置を行うようにすべきである。   

1）新たなへき地医療支援槻輔の位置づけについて  
へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に   
1箇所「へき地医療支援機梢」を設置する。へき地医療支援機輔は、専任担当   
者を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代   
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって構成する「へき地保健医療   
対策に関する協随会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について   
実質的な助言・調整等を行う。   
へき地医療支援機積の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき   
た、あるいは担い得る都道府県又は医療機関等とし、専任担当者はへき地で   
の診環経験を有する医師であって、へき地医療支援扱梢の責任者として、へき   
地医療lこ関する菜掛こ専念できるような環境を整えることが必要である。なお、   
ある程度長く勤務することが望まれる。  



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお箸きください。）   

2）専任担当官（医師）のあり方について  

○専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、槻欄の  
組撞としての意吉鼓付けが重要であり、他職種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意詩が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長く担当官として  
務められるようにすることが重要  
○専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地区府に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
①現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課に、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
（ヨヘき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、 
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される捕  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

3）新たな支援機柵の役割について  
機構の位置づけとしては単なる支援機関ではなく、医局的な機能としてド  

クタープール機能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援微積の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
（Dへき地医療拠点病院に対する医師派遣の要捕  
（∋へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣費緑薫務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業務に係る指導■調整  
③へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
④総合的な診療支援事業の企画▲調整  
⑤へき地医療拠点病院の活動評価  
⑥へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること  
（∋へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール捜能  
⑧へき地で勤務する医師のキャリアパスの梢璧  
檀）へき他における地域医療の分析  
（桓1へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
⑪へき地保健医療情報システムのデータ登録、更新及び管理  
・掛附こ地域医療に関するデータ／〈ンク的な役割も求められるのではないか。  
（砂就職の紹介斡旋、就職相談、その他就職に関する情報提供  
t医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、鱈正、削除、その他ご自由にお省きください。）   

4）へき地医療支援枝捕に対する評価について  
へき地医療支援機柵の活動については、当該槻捕の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が‡平価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援機  
矧こ必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、人き地医療支援械梢の活動状況について積極的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援機書削こ対する支援方策について  
0様様だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町和ま長崎や島根の  
ように広域連合を作り、臨床研怜病院を持つなどしてマンパワーを確保する努  
力が必要との意見もあった。  

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動機付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等関連3団体の詑定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを径修した医師は「地  
域医療修了医」というような肩番きを与えることも大きな動機付けになることも  
考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  （3）、（4）、（5）と同繕   

医療支援機梢）は械極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  
と穂綿が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機様に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）  

2）安心して勤務t生活できるキャリアパスの捕吏について  
へき他動務医等が、自分のキャリア形成や家族への影響について心配するこ  
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  
について検討する  

4
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骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、膵正、削除、その他ご自由にお客き〈ださい。）   

アキヤリアパスのあり方について  
○へき他動務医の子育て、家族支援などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる休制の構築（産休・育休を  

含む）  

○へき地での勤務に偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心 ロ 
としたーテート方式等）  
○へき地医療t総合医に特化した研修病院が必要   

である。   

O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える  
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組織が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき地勤務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき他動務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき地勤務lこ戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき地勤務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
増えると思う。   
イキャリアを‡平価する仕組みについて  
○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・離島  
での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが  
必要  

ウその他  定年退職した医師にへき地勤務をしてもらう。  
○自治休病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ へいいのが  
ンセンティブにPRすればき地医療に専念してもよとう医師定着見込  
めるのではないか。  

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援について  
へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域  

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  
○へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動根付けを与えるような  
支援が必要。  
○へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え   
ぱ、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指  ど、他の病院等から医師の引き抜き、これらの病院の廃止や診療所化を招くこ   
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら  とにつながる。それは、地域住民の医療へのアクセスの狭小化を招きかねな   
れるように、この検討会で何らかの案を提示できないか。  い。地域の医療機関に配慮し、慎重に進めるべきである。   
○へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかりテコ入れをしな  
くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、鯵正、削除、その他ご自由にお省きください。）   

2）へき地診療所に対する支援について  
○へき地診療所の施設整備の拡充について  

ICTによる遠隔医療は、対面診療が原則であること、標準的で開放的なシステ  
3）情報通信技術（汀）による診療支援について  ムであること、財源面を含め安全性・安定性に優れたものであることなどが、必  

要である。   
4）ドクターヘリの活用について  

5）その他  
0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  
対策も考えてほしい。  

○地域における病院間の逆連携をしっかりと取り、そこにへき弛も組み込  
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負  
けてしまう。  

（4）へき地等における歯科医痴体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

（5）へき地等の医療他聞に従事するコメディカルについて  
○へき地等における看証取の確保対策について  

医師以外の医療職（例えば看拡師や薬剤師）の人材確保や保健分野との逆  
携をどうするか  

＋
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へき地保健医療対策検討会報告苫骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお省きください・。）   

3へき地等における医療提供体制を構築する各主体の役割として求められる  
こと  
（1）都道府県の役割として求められること  

○地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  
アップを行うような仕組みを作るべき  
○地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着率を上  
げるための方策について検討することが重要。  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機綿）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要。  

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること   ・各市町村において、自治医義務年限内の医師派遣を希望する場合は、給与、   
○ 市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  手当、住環境や勤務ローテ等の現状を明確にし、他施設と外形的に比較するこ   
力することが必要。   とで、各々の自助努力を促す取組も必要ではないか。   

（3）直の役割として求められること  
○地域の医療を担う「結合医」を国が推進する必要  
○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。  

（4）大学の役割として求められること  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機梢のしくみに関することをカリ  
キュラムに盛り込んでいくことが必要。  
○医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療修了医」  
というような肩馨きを与える。  

（5）学会等の役割として求められること  
○総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡  
充  

骨子案く12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお逝き〈ださい。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる衰識等  
○普及・啓発について（住民が、へき地勤務医の生活面での実情を理解する  
ようにしていく）  

4へき地保健医療対先に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機輔の構築について  
第9次計画より活動してきたへき地医療支援枚捕は、へき地診療所に勤務する  
医師等の支援楼能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが塩大  
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後也梢が果たすべき役割や  
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが機梢未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。  

1）新たなへき地医療支援機稀の位置づけについて  
へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機縞」を設置する。へき地医療支援概捕は、専任担当  
者を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会t歯科医師会の代  
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって構成する「へき地保偲医療  
対策に関する協抜会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について  
実質的な助言・調整等を行う。  
へき地医療支援機梢の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療塩閣等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援機梢のi引王者として、へき  
地医療に関する某掛こ専念できるような環境を整えることが必要である。なお、  
ある程度長く勤務することが望まれる。  



骨子案（12／24現在）  委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）  

2）専任担当官（医師）のあり方について  
○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、機構の  
組織としての意識付けが重要であり、他取種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意識が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長〈担当官として  
務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
（か現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課lこ、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
②へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお巻き〈ださい。）   

3）新たな支援機楕の役割について  
槻梢の位置づけとしては単なる支援他聞ではなく、医局的な機能としてド  

クタープール機能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援機梯の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
①へき地医療拠点病院に対する医師派遣の要吉再  
（診へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣費稼業務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣美掛＝係る指導・調整  
③へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
④総合的な診療支援事業の企画・調整  
⑤へき地医療拠点病院の活動評価  
（砂へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること  
⑦へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール機能  
⑧へき地で勤務する医師のキャリア′くスの構築  
⑨へき地における地域医療の分析  
⑩へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究賞の配分  
⑪へき地保地医痴情儲システムのデータ登録、更新及び管理  
・触捕に地域医療1二間するデータバンク的な役割も求められるのではないか。  
（診就職の紹介斡旋、就職相談、その他就職に関する情報提供  
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

4）へき地医療支援機輔に対する評価について  
へき地医療支援機構の活動については、当該拙梢の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援機  
梯に必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、へき地医療支援機構の活動状況について積極的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援機様に対する支援方策について  
○機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町村は長崎や島根の  
ように広域連合を作り、臨床研修病院を持つなどしてマンパワニを確保する努  
力が必要との意見もあった。  



／  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお音きください。）   

（2）へき地医療への如拙付けとキャリアパスの捕集について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動坂付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全休を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意托イ寸けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地  
域医療修了医」というような肩書きを与えることも大きな動槻付けになることも  
考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機構）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動也付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援触梢に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）  

2）安心して勤務・生活できるキャリアパスの構築について  
へき地勤務医等が、自分のキャリア形成や家族への影撃lこついて心配するこ  
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  
について検討する  

アキヤリアパスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支援などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制の捕吏（産休・育休を  
含む）  

○へき地での勤箸別こ偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心  
としたローテート方式等）  
○へき地医療・総合医に特化した研修病院が必要  
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える  

ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組線が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき他動滑をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき他動務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき他動務に戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき他動務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
増えると思う。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお憑きください。）   

イキャリアを評価する仕組みについて  
○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・離島  
での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが  
必要  

・地域における医師確保対策として、県において「キャリアプランに配慮した人  

ウその他  
事実動ルール」を設けている場合、一定期間のへき他動務の後、先進医療拙  
関での研修期間をはさむことが多い。この場合、研修期間中については、研修  

○自治体病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ PR 
ンセンチイブにすればへき地医療に専念してもよいという医師の定爺が見込  
めるのではないか。  ル制度・・・へき地や医師不足地域での勤務の後、本人の希望に応じて国内外  

で研修を行うことを可能としている）   

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援について  
へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域  

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  
○へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動仕付けを与えるような  
支援が必要。  
○へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え  
ぱ、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指  
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら  
れるように、この検討会で何らかの案を提示できないか。  
○へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかりテコ入れをしな  

くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。  

2）へき地診療所に対する支援について   ・へき地病院、診療所に対する施設整備基補助金の補助単価等の引き上げ   
○ へき地診療所の施設整備の拡充について   ・研修医の受け入れ時に必要となる宿舎借り上げに対する補助の創設  



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお惹きください。）   

3）情報通信技術（汀）による診療支援について   
・設備整備に対する補助だけでなく、逆用に必要となる費用に対しても支援が  
必要ではないか。   

4）ドクターヘリの活用について  

5）その他  
0 200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院   
対策も考えてほしい。   

○ 地域における病院間の道連携をしっかりと取り、そこにへき弛も組み込   
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負   
けてしまう。   

（4）へき地等における歯科医療体制について  
○ へき地等における歯科医療ネットワークについて   

（5）へき地等の医療機関に従事するコメディカルについて  
○ へき地等における巷談職の確保対策について   

医師以外の医療職（例えば看註師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連   
携をどうするか  



へき地保健医療対策検討会報告書骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお巷きください。）   

3へき地等における医療提供体制を構築する各主体の役割として求められる  
こと  

（1）都道府県の役割として求められること  
○地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  
集を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともにこ国がそのフォロー  
アップを行うような仕組みを作るべき   ○ 市町村（へき地を有する）と積極的に連携を図り、へき地勤務医師も巻き込   

i入ん  

○地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師をどのようにLて巻き でいくか．また結らの定着率を上げるための方策について検討することが重  
要。  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援槻様）は積極的に当該学生とコミュニケーションを回るとともに、大学  

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けを主えるよう  
な取組型が必要。   

○市町村単独での医師確保は困難な時代となってきており、市町村がお互い  

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
に情報共有を図り、横のつながりを密にしていくことで、市町村の連合体として  

○市町村として、医師がへき弛での勤務を楽しみ、東雲Lた日黛生活が譲れ  
引こ軍力Lていくことが必要。  

○市町村が保健・福祉・医療に関連する計画を立案していく過程において、へ  
き地勤務医師とも積極的に意見交換をしながら進めていくことが必要。   

（3）国の役割として求められること  
○地域の医療を担う「総合医」を国が推進していくことが必要  ○へき地医療拠点病院のうち、医師派遣実純や新医師臨床研修「地域医療」  

○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。  
において研修医の派遣（受け入れ）の実綿に応じたインセンティブを付与する。   

（4）大学の役割として求められること   ○ へき地一触島医療の現場を経験できるようなカリキュラムを、都道府県（へき   
○大学の医学教育において、へき地医療支援機絹のしくみに関することをカリ  地医療支援他用〉と連携して作成し、学生に対して地域医療やへき地医療に対   
キュラムに盛り込んでいくことが必要。   する親和性を高める教育が必要。   
○医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療修了医」  ○ 教員のなかに、へき地医療lこ従事した経験のある医師や総合医を加えるこ   
というような肩巷きを与える。   とによって、学生が総合医と接することができる根会を増やすことが必要。   

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお省きください。）   

（5）学会等の役割として求められること  
○総合医に関連した認定医や専門医の取得にあたっては、へき地勤務経験  

○総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡    が取得のための緩和条件につながるような検討を進める   
充  

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等   ○ へき地医療の現場に求められる医師として、また地域住民の生活を支える   
○ 普及・啓発について（住民が、へき地勤務医の生活面での実情を理解する  医療を提供する医師として、総合医というものの社会的な認知を高めていく必   
ようにしてい〈）   要がある。   

4へき地保位医療対策に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機構の構築について   ○ 新たなへき地医療支援機梢の梢黛を目指すにあたって、医師を派遣する   
第9次計画より活動してきたへき地医療支援機構は、へき地診療所に勤務する  役割を果たすべきへき地医療拠点病院の医師確保が不可欠となる。そのた   
医師等の支援機能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが最大  め、この厳しい時代に一定以上の医師派遣実績があり、かつ新医師臨床研修「   
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後、機構が果たすべき役割  地域医療」で一定以上の研修医派遣（受け入れ）実績のあるへき地医療拠点   
や位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが機構宋  
設置の県については、設置を行うようにすべきである。   

1）新たなへき地医療支援機輔の位置づけについて  
へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機捕」を設置」、専任担当宜を置く。また、へき地医療  
拠点病院の代表、地元医師会・歯科医師会の代表、市町村の実務者、地域住  
民の代表等によって構成する「へき地保健医療対策に関する協議会」箋におい  
て、へき地医療対策の各種事業の実施について実質的な助言・調整等を行う。  
へき地医療支援機梢の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核圭担って  

の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援概梢の責任者として、へき  
地医療に関する英矧こ専念できるような環境を翌えることが必要である。なお、  
ある程度長く勤務することが望まれる。  きた、あるいは担い得る都道府県又は医療根関等とし、専任担当宜はへき地で  



骨子案（12／24現在）  委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお若きください。）  

2）専任担当官（医師）のあり方について  
○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、機構の組織として  

の意識付けが重要であり、他職種を巻き込んだチームでの対応が必要。例え  
ば、地域医療に対する親和性の高い自治医大卒業医師や地域枠出身医師な  
どと連携した形での仕組みづくりなどが挙げられる。また、ある程度長く担当官  
として務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
（》現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課に、  
へき地医療の勤務種族を持つ臨床医を専任担当官として配置することが望まし  
い。支援機構を拠点病院等に設置する場合は、医務主管課の身分を併任する  
などの対応が必要。  
②へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任」担当官に  
なっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補助金が同  
じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当官の定霞  
をはっきりと定め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当官でカ  
バーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めてもよい  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

3）新たな支援機捕の役割について   

微積の位置づけとしては単なる支援機関ではなく、医局的な機能としてド   
クタープール也能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。   
へき地医療支援機柵の具体的な役割については、以下の事項があげられる。   
①へき地医療拠点病院に対する庭師派遣の要絹   
（診へき地医療拠点病院における医師t歯科医師等の派迫登録業務及び当該   
人材のへき地診療所等への派遣業附こ係る指導・調整   
③へき地医療従事者に対する研修計画プログラムの作成   
④総合的な診療支援事其の企画・調整   
喧）へき地医療拠点病院の活動評価   

○人卓地医療拠点病院の医師派箪突抜と、新医師臨床研修「地域医療」での  
⑥へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること   研修医派遣（受け入れ）実績により、Ⅰ指定とⅡ指定に区分する。  
⑦へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール枚能   ○へき地医療拠点病院を地域性や病床規模によって3硝矧こ区分する。  

（診へき地で勤務する医師のキャリアパスの構築   

⑨へき地における地域医療の分析   
⑩へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医師に対する   
研究費の配分   
（ゆへき地保健医療情報システムのデータ量録、更新及び管理   
・機矧こ地域医療に関するデータバンク的な役割も求められるのではないか。   
⑫就職の紹介斡旋、就職相談、その他就阻に関する情報提供   
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき   

4）へき地医療支援機捕に対する評価について   
へき地医療支援触瑞の活動については、当該極梢の設置されている都道府県   
○全国のへき地医療支援機梢が一同に会して、お互いの情報共有や協論、    のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援槻   
楠に必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  評価などをおこなえる揚を設ける必要がある（全国へき地医療支堤根用達絡会   
め、へき地医療支援機絹の活動状況について括極的に情報公開を行う。なお、  孟象など）。   
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの 
とする   

5）新たなべき地医療支援杜様に対する支援方策について   
○市町村単独での医師確保は困雄な時代となってきており、市町村がお互い に報共図 
情有をり、栃のつながりを密にしていくことで、市町村の連合体として  

する努力が必要との意見もあった。  医師確保を目指していけるような協猛の唱を設けることが必要。   



骨子案（12／24現在）   委員焉見（追加、修正、削除、その他ご自由にお恕きください。）   

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動機付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見波して、地域に根ざした医師  
をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策としてプラ  
イマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えられる－  ○大学教員のなかにも、学生から総合医をイメージしてもらえる人材に入って   
方、本人や周囲への意識イ寸けと、本人のステップアップの双方を満たすような  もらうことにより、総合医と接触する機会を増やす必要がある。   
制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師はー地域医療  O r地域医療修了医」や「へき地医療専門医」という肩普きについて、「諸診   
修了医」というような肩書きを与えることも大きな動根付けになることも考えられ  医」という表現はいかがでしようか？   

る   ○地元高校生を対象とした地域医療やへき地医療に関する授業を教育力リ   
○ 地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県くへき地  キュラムに組み込むのはいかがでしょうか？   
医療支援機柵）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  ○ 地域医療実習（特にへき地医療や特定診療科について）を都道府県が大学   
と粗描が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要（再掲）  る。   
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支線掛附こ関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）   

2）安心して勤務・生活できるキャリアパスの構築について   ○子供さんが小さい頃は、家族との時間を多く確保したいと考える医師も多い   
へき他動務医等が、自分のキャリア形成や家族への影響について心配するこ  と思うので、そういった時期については、へき地医療に従事することが生活面に   
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  おいて家族のクオリティが高い。キャリア／くスのなかでも、こういった側面が伝   
について検討する   わるとよいのではないでしようか？   

アキヤリアパスのあり方につしヽて  
○へき他動務医の子育て、軍旗支援などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制の構築（産休・育休を  
含む）   ○総合医教育に関するパイロット事業の一環として、へき地医療拠点病院（特   

○ へき地での勤掛こ偏らないようにするための休制整備（拠点病院等を中心  こⅠ指定）を総合医育成・教育のコア施設としてとして位置づける。そのために   
としたローテート方式等）   は、医育椴関である大学との連携が不可欠であり、都道府県としても積極的に   
○ へき地医療■総合医に特化した研修病院が必要   両者の円滑な連携を図る必要がある。   
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える  ○ へき地医療拠点病院の工指定を受けていることで、臨床研修や医学教育   
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組織が必要   の分野において、総合医教育に適した医療機関であることが明確になるような   
○自治医大卒医師の場合、薮務年限明けにへき地勤務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき地勤務をした後、どこかのホストに  
戻り、さらに希望すればまたへき地勤矧こ戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき地勤務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
増えると思う。   

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお古きください。）   

イキャリアを評価する仕組みについて  
○国として、特定の学会の専門医指定に細ることなく、「生活に寄り添う（を支  
える）医療」を実践できる総合医であることが住民からしっかりと認知できるよう  

○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・離島 での診療経験や機構での勤を評価して 

務、キャリアになるような仕組み作りが 必要    な資格または称号を検討して欲しい。「へき地医療専門医」という表現では、「尊 門医＝病気と戦う（を治す）医療」ということで、生活の色が見えなくなってしまうこ とから 、なるべく別の呼称が望ましいと考えます。   

ウ その他   ○ この表現だと、現状の公立病院における深刻な医師不足が説明できない   
○ 自治体病院等ゐ公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ  ので、へき地医療拠点病院やへき地診療所、大学病院などとキャリアパスを重   
ンセンティブにPRすればへき地医療に尊意してもよいという医師の定着が見込  ねていっても、通算して公務員としての身分が保証され、福利厚生や年金など   
めるのではないか。   の面でメリットがある旨の表現の方がよいのではと思います。   

（3）へき地等における医療提供1本制に対する支援について  

へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域  
全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  

1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  

○へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣lこ係る動機付けを与えるような 支援が必要 
。同時に．休 姜補†！引こついての手当も権討するべき〈  

合医育成■教育のコア施設としてとして位置づける。そのためには、医商機関で  
○へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え ぱ 

、総合医がいて、臨床研修病院または研抵協力楯給であることを要件として づけよ拍子基準やあり方の冒甫L 

位置るうなをし、指定されることによってメリツ  
トを受けられるように、この検討会で何らかの貫を提示できないか。  
○へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5寄集の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかリテコ入れをしな  
くてはいけない。任せられている役割がしつかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。   

○医師住宅に対するメンテナンスや老朽化については建て替えの検討など  
2）へき地診療所に対する支援について  （例えば、黛00年以上の医師住宅については、手責極的に廷て替えを検討する   

○ へき地診療所の施設整備の拡充について   よう指導するなど）  

6
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＋  



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお書きください。）   

○へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハンディを克服するた  
めのツールとして、情報ネットワークの整備は不可欠のものである。できるだけ  

3）情報通信技術（IT）による診療支援について  ブロードバント環境（光ファイバー網）であることが望ましい。  
○へき地等における医療機関から、24時間365日いつでも気軽にTTを利用  
した相絞（遠隔画像伝送等）ができる体制の整備が必要である。   

○へき地医療の現場から、医師や救急車不在を回避するために、ドクターヘ  
リの活用は積極的に推進してい〈必要がある。  
○へき地等の多い中山間地域では、ヘリが蔚陸できない地域が多いためヘリ  
の離発着囁の整備も必要である。  

4）ドクターヘリの活用について  ○へき地医療現場からのヘリ搬送については、ある程度のオーバートリアー  
ジを容認する姿勢を明確にしておく必要がある。  
○地理的用件によっては、海上交通の選択肢しかない場所もあるだろうし、距  
難が通い雛鳥地域についてはジェット也の活用も検討されるべき。したがって、  
ヘリだけに特化した形の表記にならないようご配慮ください。   

5）その他  
0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  0 200床以下の中小病院は、総合医の育成・教育に適した医療機関であり、   
対策も考えてほしい。   特にへき地医療拠点病院の指定がある病院については、総合医教育のコア施   
○ 地域における病院間の逆進をしっかりと取り、そこにへき地も組み込むとい  設として位置づけ、その地域における4疾病5事案の担い手でもあることから、   
う体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負けてし  
まう。   

（4）へき地等における歯科医療体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

（5）へき地等の医療馳開に従事するコメディカルについて   ○ 医師だけでなく、看拡師をはじめとするコメディカルの派迫も視野に入れる   
○ へき地等における着払職の確保対策について   ○ 常勤での医療スタッフ確保が困難な場合は、鱗ほする市町村が広域で運   

医師以外の医療職（例えば春江師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連  嘗をおこない（身分を同じにする）、診療所を出張診療所化するなど、医療他聞   
携をどうするか   の再絹も視野に入れて検討をおこなう必要がある。   

Ⅶ
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へき地保健医療対策検討会報告書骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお吉き〈ださい。）   

3へき地等における医療提供1本制を構築する各主体の役割として求められる  
こと  
（1）都道府県の役割として求められること  

○地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  
アップを行うような仕組みを作るべき   都道府県全体の医療確保対策の中でのへき地医療対策の位置づけ、重要性   
○地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着享を上  
げるための方策について検討することが重要。  
0地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機楕）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  
と槻柵が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
維が必要。   

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
○市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  
力することが必要。  

（3）国の役割として求められること  
○地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要  
○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。  

（4）大学の役割として求められること  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機梢のしくみに関することをカリ  
キュラムに盛り込んでいくことが必要。  局番きとカリキュラムについては文科省との調整必要   
○医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療修了医」  
というような肩菩きを与える。  

（5）学会等の役割として求められること  
○総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡  
充  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお省きください。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等  
○普及・啓発について（住民が、へき地勤務医の生活面での実情を理解する  
ようにしていく）   

所、保健センターなどと連携し啓発する   

4へき地保健医療対策に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機構の梢簗について  
第9次計画より活動してきたへき地医療支援枚湖は、へき地診療所に勤務する  
医師等の支援松能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが荘大  
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後扱澗が果たすべき役割や  
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが機構未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。  

1）新たなへき地医療支援機梢の位置づけについて  
へき地医敵対集の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機柵」を設置する。へき地医療支援板書削ま、専任担当  
看を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代  
表、市町村の実弾者、地域住民の代表等によって構成する「へき地保健医療  
対策に関する協繕会」において、へき地医療対策の各趨事業の実施について  
実質的な助言・調整等を行う。  
へき地医療支援機絹の道官主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療校閲等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援根捕の責任者として、へき  
地医療に関する業掛こ専念できるような環境を整えることが必要である。なお、  
ある程度長く勤務することが望まれる。  



骨子案（12／24現在）  委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお悪き〈ださい。）  

2）専任担当官（医師）のあり方について  

○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、横様の  
組織としての意識付けが重要であり、他擬種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意識が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長く担当官として  
務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
①現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課に、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
②へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお書きください。）   

3）新たな支援機瀾の役割について  
槻梢の位置づけとしてl享単なる支援牧関ではなく、医局的な機能としてド  

クタープール機能やキャリア′くス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援機絹の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
①へき地医療拠点病院に対する医師派迫の軍師  
②へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣登鐸某蘭及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業掛こ係る指針調整  
（∋へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
（参総合的な診療支援事業の企画・調整  
（9へき地医療拠点病院の活動評価  
⑥へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること  
（ヨヘき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール機能  
⑧へき地で勤務する医師のキャリアパスの構築  
⑨へき他における地域医療の分析  
⑩へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
⑪へき地保健医療情報システムのデータ量録、更新及び管理  
・馳附こ地域医療に関するデータ／ヾンク的な役割も求められるのではないか。  
（藷）就職の紹介斡旋、就職相抜、その他就職に関する情報提供  
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

4）へき地医療支援機捕に対する評価について  
へき地医療支援機捕の活動については、当該祐捕の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援嶺  
矧こ必要な指導を行う。また、都．道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、へき地医療支援機梢の活動状況について構極的に情報公開を行う。なお、  
囲は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援機矧こ対する支援方策について  
○機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町村は長崎や島娘の  医師確保の手段は都道府県単位で考え、塩構を支援する。拠点病院にこだわ  
ように広域連合を作り、臨床研修病院を持つなどしてマンパワーを確保する努  

力が必要との意見もあった。  元医師会、保挺所などとの連携を重視する。  



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお謹きください。）   

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの稲築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動機付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを魔修した医師は「地  
域医療修了医」というような肩省きを与えることも大きな動機付けになることも  
考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援也瑞）は積極的に当該学生とコミュニケーションを選るとともに、大字  

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機棉に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）  

2）安心して勤務・生活できるキャリアパスの構築について  
へき他動務医等が、自分のキャリア形成や家族への影野について心配するこ  
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  
について検討する  

アキヤリアパスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支援などを考応に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制の構築（産休・育休を  
含む）  

○へき地での勤務に偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心  
としたローテート方式等）  
○へき地医療・総合医に特化した研修病院が必要  
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える  

ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組織が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき地勤務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき他動務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき地勤務に戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき地勤務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
増えると思う。  

骨子案（12／24現在）   妻員意見（追加、陀正、削除、その他ご自由にお馨きください。）   

イ キャリアを評価する仕組みについて  
○ へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・離島   
での診療経験や槻梢での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが   
必要   

ウ その他  
○ 自治休病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ   
ンセンティブにPRすればへき地医療に専念してもよいという医師の宝前が見込   
めるのではないか。   

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援について  
へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域   

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である   
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について   
○ へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動機付けを与えるような   
支援が必要。   
○ へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え   
ば、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指   
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら   
れるように、この検討会で何らかの案を提示できないか。   
○ へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その他域における4   
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかリテコ入れをしな   
くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい   
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。   

2）へき地診療所に対する支援について  
○ へき地診療所の施設整備の拡充について   

3）情報通信技術（汀）による診療支援について  

4）ドクターヘリの活用について  

ー14－   



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお省きください。）   

5）その他  

0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  
対策も考えてほしいム  

○地域における病院間の逆連携をしつかりと取り、そこにへき地も組み込  
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負  
けてしまう。  

（4）へき地等における歯科医療体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

（5）へき地等の医療機関に従事するコメディカルについて  
○へき地等における看試聴の確保対策について  

医師以外の医療職（例えば看荘師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連  
携をどうするか  



へき地保健医療対策検討会報告憲骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお書きください。）   

3へき地等における医療提供体制を絹璧する各主体の役割として求められる  
こと  
（1）都道府県の役割として求められること  
○地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  
アップを行うような仕組みを作るべき  
○地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着率を上  
げるための方策について検討することが重要。  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機構）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大字  
と機楕が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動根付けするような取  
組が必要。  

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
○市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  
力することが必要。  

（3）国の役割として求められること  
○地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要  
○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。  

（4）大学の役割として求められること  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機欄のし〈みに関することをカリ  
キュラムに盛り込んでいくことが必要。  
○医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療修了医」  
というような肩認きを与える。  

（5）学会等の役割として求められること  
○総合医の確保策としてプライマリケア学会等閑連3団体の認定医制度を拡  
充  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、陪正、削除、その他ご自由にお聾きください。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等  
○普及・啓発について（住民が、へき地勤務医の生活面での実情を理解する  
ようにしていく）  

4へき地保位医療対策に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機梢の捕簗について  
第9次計画より活動してきたへき地医療支援怯構1ま、へき地診蘭所に勤拝する  
医師等の支援機能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが最大  
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後職梢が果たすべき役割や  
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが披梢未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。  

1）新たなへき地医療支援機梢の位置づけについて  
↑き地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機楕」を設置する。へき地医療支援機捕は、専任担当  
看を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代  
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって捕成する「へき地保挺医療  
対策に関する協縫会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について  
実質的な助言・調整等を行う。  
へき地医療支援機縞の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療極閣等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援概捕の責任者として、へき  
地医療に関する集矧二専念できるような環境を整えることが必要である。なお、  
ある程度長く勤務することが望享れる。  



委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお書き〈ださい。）  骨子案（12／24現在）   

2）専任担当官（医師）のあり方について  
○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、機耕の  
組綬としての意識付けが重要であり、他職種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意識が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長く担当官として  
務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
①現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課に、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
②へき地診療所の現地親等を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

3）新たな支援機捕の役割について  
機構の位置づけとしては単なる支援機関ではなく、医局的な枚能としてド  

クタープール機能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援機構の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
（》へき地医療拠点病院に対する医師派迫の要請  
②へき地医療拠点病院における医師■歯科医師等の派遣畳韓業務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業掛こ係る指導・調整  
③へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
④総合的な診療支援事業の企画・調整  
（9へき地医療拠点病院の活動評価  
（診へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること  
（ヨヘき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール権能  
⑧へき地で勤務する医師のキャリアパスの用築  
（郭へき地における地域医療の分析  
㊥Iへき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
⑪へき地保挺医療情報システムのデータ登録、更新及び管理  
・機構に地域医療に関するデータバンク的な役割も求められるのではないか。  
⑫就職の紹介斡旋、就職相談、その他就矧こ関する情報提供  
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

4）へき地医療支援機輔に対する評価について  
へき地医療支援機闇の活動については、当該機梯の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援披  
様に必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含 
め、へき地医療支援機構の活動状況について積極的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援機輔に対する支援方策について  

う  
力が必要との意見もあった。  

‾ 



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお巻きください。）   

（2）へき地医療への動縫付けとキャリアパスの構築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動根付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地  
域医療修7医」というような肩書きを与えることも大きな動機付けになることも  

＼   

考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機梯）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、■大学  

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に如拙付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機梢に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）  

2）安心して勤掛生活できるキャリアパスの棟梁について  
へき地勤務医等が、自分のキャリア形成や家族への影響について心配するこ  
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  
について検討する  

アキヤリアパスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支援などを考応に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制の捕吏（産休・育休を  
含む）  

○へき地での勤掛こ偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心  
としたローテート方式等）  

○へき地医療・総合医に特化した研修病院が必要  
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していし†んだよ」と言える  
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク絶技が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき地勤務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき地勤務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき地勤務Iこ戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき地勤務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
増えると思う。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、桔正、削除、その他ご自由にお老きください。）   

イキャリアを評価する仕組みについて  
○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・敷島  
での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが  
必要  

ウその他  
○自治休病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ  
ンセンティブにPRすればへき地医療に専念してもよいという医師の定前が見込  
めるのではないか。  

（3）へき地等における医療提供休制に対する支援について  
へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域  

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  
○へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動地付けを与えるような  
支援が必要。  
○へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え  
ば、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指  
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら  
れるように、この検討会で何らかの冥を提示できないか。  
○へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかりテコ入れをしな  

くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。  

＋
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骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、橙正、削除、その他ご自由にお巷きください。）   

2）へき地診療所に対する支援について   追加していただきたい項目   
○ へき地診療所の施設整備の拡充について   ○社会医療法人の活用  

社会医療法人は、医療法改正により新たに創設された制度であり、へき地  
医療をはじめ、救急医療や周産期医療など、地域において特に必要な医療の  
提供を担う医療法人を都道府県知事が社会医療法人として認定するものであ  
る。  

社会医療法人の認定要件のうち、へき地医療分野においては、へき地診療  
所に対する医師派遣寧どで一定の実績を有することが要件となっていることか  
ら、医師不足に悩むへき地診療所への支援策として、社会医療法人を活用す  
ることは有効な手立てとなる。  

なお、へき地医療分野における社会医療法人の認定要件では、医師の派遣  
先がへき地診療所に限られているが、市町村内で唯一の一般診療を行う小規  
模な病院についても、担う役割はへき地診療所と同様と言える現状にあること  
から、こうした病院についても、医師の派遣先の実姉要件として加えることを検  
討すべきである。   

3）情報通信技術（IT）による診療支援について  

4）ドクターりの活用について  

5）その他  
0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  
対策も考えてほしい。  

○地域における病院間の逆運携をしっかりと取り、そこにへき弛も組み込  
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負  
けてしまう。  

（4）へき地等における歯科医療体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお巷きください。）   

（5）へき地等の医療機関に従事するコメディカルについて  
○へき地等における看拡順の確保対策について  

○へき他における看払の課題も医師と同様人材の確保定爺が国雄な状況にあ  
ることから、へき地医療支援機捕に、コメディカルの確保支援機能を組み込む  

医師以外の医療畔（例えば看紘師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連  
扶をどうするか  

人材確保相長炎体制、研修の機会確保や支援など   
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骨子案に対する意見の要旨  

自治医科大学救急医学 鈴川正之  

私が提出した意見は次の3つの項目にまとめられる。すなわち、各都道府県のへき地医療対策部署やへき地医  

療支援機構をたばねる全国的な組織の設置、へき地に勤務する医師のキャリアデザインの構築、へき地に勤務す  

る（した）医師の専門医制度である。   

以下、それぞれの項目について説明する。  

1．全国へき地医療対策連絡会（仮称）の設置   

へき地医療に関する対策は、これまで都道府県が行ってきており、これからも都道府県が主体となって行うべ  

きであると考えるが、今までに各都道府県のへき地医療に対する姿勢はまちまちであることが判明しており、各  

都道府県に改善策の策定やその公表を行わせるだけでは実効性に乏しく、十分でないと考えられる。   

そこで、各都道府県に設置されているへき地医療対策協議会を統合する形で、全国へき地医療対策連絡会（仮称）  

のような全国的な組織を設置して、各都道府県の状況を評価することが必要であると考える。   

全国の都道府県のへき地医療担当部署やへき地医療支援機構の担当者が一同に会して、情報交換を行うことで、  

へき地医療対策が十分でない都道府県が、自らの後進性を言琵鼓することができ、先進事例を参考にして改善策を  

策定することができるようになり、最終的にはへき地医療対策の向上が望めると考えられる。   

また、全国的な視野に立った行政組織として、へき地医療に携る医師を含めた医療職の養成、人事配置、処遇  

の調整などを行うことが可能になるとともに、国等に対する提言なども行うことができるようになる。   

後述する、へき地に勤務する（した）医師の専門医制度における「へき地医療専門医（仮称）」を認定する組織と  

しても機能できると考えている。  

2．へき他に勤務する医師のキャリアデザインの構築   

第4回の会合で説明した、長崎県、高知県、新潟県におけるキャリアデザインについての説明は、別途、資料  

にまとめてある。   

研究班として提言したキャリアデザインはモデルの1つであるが、都道府県へき地医療対策協議会が主導して、  

へき地医療支援機構が調整役となって、へき他の診療所および中小の病院、都道府県立病院などの基幹的な医療  

機関、大学および大学附属病院を3本の柱として、異動していくことで、卒前教育、初期臨床研修、へき地勤務、  

後期研修（専門研修）、専門医取得・学位取得、昇進などのキャリアアップを図っていくシステムセある。  

キャリアデザインに沿って勤務していれば、退職せずに研鑓を積むことを可能としている。   

この方法が円滑に進むためには、都道府県へき地医療対策協議会が指導力を持つことが大切であり、支援機構  

の調整能力が重要である。また、へき地を抱える市町村としては、へき他に勤務する医師の勤務環境を充実させ  

る必要がある。しかしながら、単なる医師の獲得合戟に陥らないように、近隣もしくは都道府県内の市町村との  

協力・連携の下で、医師の医療職の配置・処遇の改善を行うべきである。また、医療を運営するために重要な資  

源である住民に対して、適切な受療行動の啓発や住民組織の育成などを行うことも大切である。  

3．へき地に勤務する（した）医師の専門医制度   

骨子案では、2つの専門医制度の案が提案されている。「地域医療修了医」と「プライマリケア学会等関連3団  

体の認定医（おそらく名称は「専門医」となると思われる）」である。   

研究班としては、後述する理由から上記の2つは、メリットや実現性の観点から十分ではないと考えている。   

医師の養成は、卒前教育、卒後臨床研修、生涯研修によって行われるので、まず、全ての医学部・医科大苧の  

学生教育において、へき地および地域における教育（講義および実習）を取り入れることを義務づけて［コア・カリ  

キュラム、大学設置基準等に盛り込む］、次にこうした卒前教育を受けた医師等のうち、所定の臣恵床研修および実  

地勤務を行った医師に対して、「へき地医療専門医」の称号を付与することを提案する。   

この臨床研修や実地勤務の認定を前述した、全国へき地医療対策連絡会（仮称）、あるいは全国へき地医療支援  

一20－   



機構連絡会議（仮称）等の全国組織が行うものとする。   

医師にとってへき他に勤務したことのメリットとして、「へき地医療専門医」である医師に対して診療報酬やキ  

ャリアパスにおいて恩恵を与えるべきと考える。  

「地域医療修了医」はおもしろい制度だと思うが、卒業しただけで資格をもらっても、何かの特典がなければ、  

医師にとってありがたみがなく、大学側も積極的に取り入れないであろう。かえってへき地や地域での勤務を義  

務づけられると言うイメージがつくと、本学志願者の減少につながる恐れすらある。   

また、地域枠学生を対象としてカリキュラムを作成するとしても、正規のコースにプラスして実習等を行うこ  

とは、教員や教育時間等の制約からハードルが高く、自治医科大学以外の大学で「地域医療修了医」の養成コー  

スを実施することはかなり難しいのではないだろうか。事実上、自治医科大学卒業医師しか該当しないのであれ  

ば、出身大学の証明にしかならず、一方、「地域医療修了医」以外の医師はへき地に行かなくてよいと言㌫鼓される  

可能性があり、へき地に勤務する医師の増加には逆効果になる恐れもある。   

「プライマリケア学会等関連3団体の専門医」については、プライマリケア連合学会が目指しているものは、  

へき地医療と重ならない部分がかなりあると考える。また、へき他に勤務する医師は総合診療を行うことが求め  

られるといっても、一般の総合診療よりも要求される内容が多様であり、＋αの能力が必要とされる。そこで、  

「総合医」の上級資格としてへき地に勤務する（した）医師についての資格が必要であると考える。すでにへき地  

で開業している医師の扱い1つをとっても、プライマリケア連合学会の認定医制度を活用することには無理があ  

ると考える。  

以上  
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へき地保健医療対策検討会報告書骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお巻きください。）   

3へき地等における医療提供体制を捕吏する各主体の役割として求められる  
こと   ≪焙じたこと≫   
（1）都道府県の役割として求められること   細かいことについては、内容が理路整然といて特に私の方からはありません。   
○ 地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  ただ、感じたことですが、「総合医」「へき地医療専門医」というものについては、   
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  住民に趣旨やその2つの違いなどをきちんと説明しないとわかってもらえないの   
アップを行うような仕組みを作るべき   では～と思います。   

○ 地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着率を上  へき地に行って下さる先生には本当にありがたく思っていますが、「へき地医療   
げるための方矧こついて検討することが重要。   専門医」と名前が付くと、単にへき地に専門に行ってくれるお医者さんぐらいに   
○ 地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道舟県（へき地  しか思わないのではと懸念しています。   
医療支援機構）は積極的に当該学生とコミュニケーションを回るとともに、大学  次元の低い詣で申し訳ないのですが、へき地医療支援機揉も含めて、住民へ   
と槻摘が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要。   

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
○市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  
力することが必要。  

（3）国の役割として求められること  
○地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要  
○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。  

（4）大学の役割として求められること  

○大学の医学教育において、へき地医療支援機輔のしくみに関することをカリ  
キュラムに盛り込んでいくことが必要。  
○医学教育の中で統一したカリキュラムを檻轄した医師は「地域医療修了医」  
というような屑沓きを与える。  

（5）学会等の役割として求められること  
0総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡  
充  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意投等  
○普及■啓発について（住民が、へき他動務医の生活面での実情を理解する  
ようにしていく）  

4へき地保健医療対策に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機捕の綿更について  
第9次計画より活動してきたへき地医療支撮也輔は、へき地診帝所に勤務する  
医師等の支援機能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが最大  
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後機捕が果たすべき役割や  
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが捜捕未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。  

1）新たなへき地医療支援触梢の位置づけについて  
へき地区敵対策の各種事業を円滑かつ効睾的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機構」を設置する。へき地医療支援機捕は、専任担当  
者を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代  
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって純成する「へき地保位医療  
対策に関する協法会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について  
実質的な助言・調整等を行う。  
へき地医療支援機捕の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療機関等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援機輔の責任者として、へき  
地医療に関する業務に専念できるような巧境を整えることが必要である。なお、  
ある程度長く勤務することが望まれる。  



委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお聾きください。）  骨子案（12／24現在）   

2）専任担当官（医師）のあり方について  

0専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、払拭の  
組締としての意識付けが重要であり、他取種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意識が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長く担当官として  
務められるようにすることが重要  
○専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
①現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管矧こ、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
②へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
J担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任Jでも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

3）新たな支援機絹の役割について  
拙梯の位置づけとしては単なる支援他聞ではなく、医局的な機能としてド  

クタープール機能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援拙稿の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
（Dへき地医療拠点病院に対する医師派遣の要請  
②へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣登録業務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業掛こ係る指導・調整  
（∋へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
④総合的な診療支援事業の企画・調整  
⑤へき地医療拠点病院の活動評価  
⑥へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること  
⑦へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール機能  
⑧へき地で勤務する医師のキャリアパスの構築  
⑨へき地における地域医療の分析  
⑩へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
⑪へき地保健医敵情報システムのデータ量録、更新及び管理  
・機構に地域医療に関するデータバンク的な役割も求められるのではないか。  
⑫就檻の紹介斡旋、就職相談、その他就耳引こ関する情報提供  
・医師がへき地から観れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

4）へき地医療支援機梢に対する評価について  
へき地医療支援機輔の活動については、当該扱構の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援抱  
鰍こ必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、へき地医鱒支援機梢の活動状況について捌垂的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援槻梢に対する支援方策について  
○機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町村は長崎や島根の  
ように広域適合を作り、臨床研修病院を持つなどしてマンパワーを確保する努  
力が必要との意見もあった。  



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお惹きください。）   

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動機付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地  
域医療修了医」というような肩番きを与えることも大きな動機付けになることも  
考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援槻構）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  

と機瑞が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医栗の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援根構に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）  

2）安心して勤務・生活できるキャリア／くスの構築について  
へき他動務医等が、自分のキャリア形成や家族への影聾について心配するこ  
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  
について検討する  

アキヤリアバスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支提などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制の構築（産休・育休を  
含む）  

○へき地での勤掛こ偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心  
としたローテート方式等）  

○へき地医療・総合医に特化した研修病院が必要  
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を孟モしていいんだよ」と言える  
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組織が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき他動務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき他動務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき他動務に戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき他動務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
増えると思う。  

骨子案（12／24現在）   委邑意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお着きください。）   

イキャリアを評価する仕組みについて  
○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地t雛鳥  
での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが  
必要  

ウその他  
○自治体病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ  
ンセンティブにPRすればへき地医療に尊意してもよいという医師の定爺が見込  
めるのではないか。  

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援につし†て  

へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域  
全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  
1〉へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  
○へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動根付けを与えるような  
支援が必要。  
○へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え  
ぱ、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指  
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら  
れるように、この検討会で何らかの案を提示できないか。  
○へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかリテコ入れをしな  
くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。  

2）へき地診療所に対する支援について  
○へき地診療所の施設整備の拡充について  

3）情報通信技術（IT）による診療支援について  

4）ドクターヘリの活用について  

－24－   



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお省き〈ださい。）   

5）その他  
0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  
対策も考えてほしい。  

○地域における病院間の速達携をしっかりと取り、そこにへき弛も組み込  
むという休制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負  
けてしまう。  

（4）へき地等における歯科医政体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

（5）へき地等の医療機関に従事するコメディカルについて  
○へき地等における看註職の確保対策について  

医師以外の医療職（例えば看拡師や薬剤師）の人材確保や保健分野との逆  
携をどうするか  

∴
■
 
 
 



へき地保健医療対策検討会報告書骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

3へき地等における医療提供体制を構莞する各主体の役割として求められる  
こと  
（1）都道府県の役割として求められること  
○地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  
アップを行うような仕組みを作るべき  
○地域枠逆接出身医師や自治医科大学卒美医師の活用方法や定着率を上  
げるための方策について検討することが畢要。  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機楕）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  
と也様が協同して地域枠等の学生に対して地域医‡酎こ動機付けするような取  
組が必要。  

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
○市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  
力することが必要。  

（3）国の役割として求められること  
○地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要  
○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべきこ  

（4）大学の役割として求められること  
○大学の医学教育において、へき地医療支援拙捕のし〈みに関することをカリ  
キュラムに盛り込んでいくことが必要。  
○医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療鯵了医」  
というような肩薔きを与える。  

（5）学会等の役割として求められること  
○総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡  
充  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお書きください。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等  
○普及・啓発について（住民が、へき地勤務医の生活面での実情を理解する  
ようにしていく）  

4へき地保他医療対策に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機構の構築について  
第9次計画より活動してきたへき地医療支援機輔は、へき地診療所に勤務する  
医師等の支援機能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが最大  
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後機構が果たすべき役割や  
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが亀儲未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。  

1）新たなへき地医療支援機棉の位置づけについて  
へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機構」を設置する。へき地医療支援機捕は、専任担当  
者を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代  
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって練成する「へき地保健医療  
対策に関する協掻会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について  
実質的な助言・調整等を行う。  
へき地医療支援機楕の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療砲関等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であってこへき地医療支援機構の責任者として、へき  
地医療に関する業務lこ専念できるような環境を整えることが必要である。なお、  

ある程度長く勤務することが望まれる。  



骨子案（12／24現在）  委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお沓きください。）  

2）専任担当官（医師）のあり方について  
○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、権構の  
組織としての意識付けが重要であり、他職種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意識が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長〈担当官として  
務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
（D現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課に、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
（診へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはつきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

骨子案（】2／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお蕊きください。）   

3）新たな支援機構の役割について  
機構の位置づけとしては単なる支援観閲ではなく、医局的な拙能としてド  

クタープール機能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援機構の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
（かへき地医療拠点病院に対する医師派遣の要捕  
（卦へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣登録美務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業務に係る指導t調整  
（さへき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
＠総合的な診療支援事業の企画・調整  
⑤へき地医療拠点病院の活動評価  
⑥へき地医療拠点帝院における巡回診療の実施に関すること  
（ヨヘき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール機能  
（軒へき地で勤帯する医師のキャリアパスの構築  
⑨へき地における地域医療の分析  
（卸へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
⑳へき地保健医療情報システムのデータ登録、更新及び管理  
一機書捌こ地域医療に関するデータバンク的な役割も求められるのではないか。  
⑫就職の紹介斡旋、就職相談、その他就掛こ関する†吉報提供  
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやってい〈べき  

4）へき地医療支援機矧こ対する評価について  
へき地医療支援機楠の活動については、当該拇梯の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部昂が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援機  
捕に必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、へき地医療支援機湖の活動状況について積極的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援機橘に対する支援方策について  
○機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町村は長崎や島根の  
ように広域連合を作り、臨床研修病院を持つなどしてマンパワーを確保する努  
力が必要との意見もあった。  

l
 
 
 



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、桔正、削除、その他ご自由にお古きください。）   

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動後付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等閑連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地  
域医療修了医」というような肩馨きを与えることも大きな動機付けになることも  
考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援機梯）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  
と機構が協同して地域砕等の学生に対して地域医療に勤也付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援故捕に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）  

2）安心して勤務・生活できるキャリアパスの構築について  

へき他動務医等が、自分のキャリア形成や家族への影甘について心配するこ  
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  
について検討する  

アキヤリアパスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支援などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休暇が臨楓応変に取得できる体制の構染（産休・育休を  
含む）  

○へき地での勤掛こ偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心  
としたローテート方式等）  
○へき地医療・総合医に特化した研修病院が必要  
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える  
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組枯が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき他動務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき地勤務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき地軌掛こ戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき他動務医になるのによほどの覚悟を示さな〈てもよくなり、なり手も  
増えると思う。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお寺きください。）   

イキャリアを評価する仕組みについて  
○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・離島  
での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが  
必要  

ウその他  
○自治体病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ  
ンセンティブにPRすればへき地医療†こ専念してもよいという医師の定前が見込  

めるのではないか。  

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援について  
へき地診療所を支えるへき地医痴拠点病院等地域の中核的な病院を地域  

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  
○へき地医環拠点病院等に対して、医師派遣に係る動機付けを与えるような  
支援が必要。  
○へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え  
ぱ、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指  
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら  
れるように、この検討会で何らかの震を提示できないか。  
○（へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5事案の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかりテコ入れをしな  

くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。  

2）へき地診療所に対する支援について  
○へき地診療所の施設整備の拡充について  

3）惰報通信技術（IT）による診療支援について  

4）ドクターヘリの活用について  

－28－   



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお普きください。）  

5）その他  
0 200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院   
対策も考えてほしい。   

○ 地域における病院間の速達携をしっかりと取り、そこにへき弛も組み込   
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負   
けてしまう。   

（4）へき地等における歯科医療体制について  
歯科においても医師等に対する対策と同様の取り組みを行うとともに、特に次  
の点について重点的に取り組む必要がある。  

○へき地医療支援機輔において、歯科医療や口腔ケアについて医科との連  
携を含め、コーディネイトできる体制がまだ十分でないことから、へき地医療支  
援桟橋の強化の中で、地域の歯科医師会や歯科大学・歯学部との連携の推進  
など、歯科医療や口腔ケアの確保に向けた具体的な対応が可能となるような  
方向付けをすべきではないか。  

（4）へき地等における歯科医療体制について  ○歯科大苧の卒前教育や臨床研修においてへき地歯科医療に関する教育・   
○ へき地等における歯科医痴ネットワークについて   研修が必ずしも十分でないことから、カリキュラ皐等のなかでへき地歯科医療  

に関する内容の充実を図るべきではないか。また、へき地歯科医療の確保が  
困難な都道府県においては、自治体などの奨学章制度の充実も検討課鴇のひ  
とつではないか。  

○へき地住民の必要に応じ、へき地医療拠点病院等から歯科医師を派遣す  
るなどの機能を強化する必要があることから、へき地医療を支えるへき地医療  
拠点病院の也能の中に、巡回歯科診療や訪問歯科診療などの歯科医療提供  
体制の確保を明示するとともに、へき地住民の口腔機能の管理などを担う地域  
歯科保健活動についても支援できるようにすべきではないか。   

（5）へき地等の医療機関に従事するコメディカルについて  
○ へき地等における看註職の確保対策について   

医師以外の医療職（例えば看拡師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連   
携をどうするか   

－29－  



へき地保健医療対策検討会報告聾骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお巻きください。）   

3へき地等における医療提供体制を構築する各主体の役割として求められる  
こと  
（1）都道府県の役割として求められること  
○地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  
アップを行うような仕組みを作るべき  
○地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着率を上  
げるための方策について検討することが重要。  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  
医療支援根梢）は枝極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  
と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動振付けするような取  
組が必要。  

（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  
○市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  
力することが必要。  

（3）国の役割として求められること  

○地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要  
○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。  

（4）大学の役割として求められること  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機梢のし〈みに関することをカリ  
キュラムに盛り込んでいくことが必要。  
0医学教育の中で統一したカリキュラムを騒修した医師は「地域医療修了医」  
というような屑薔きを与える。  

（5）学会等の役割として求められること  
○総合医の確保策としてプライマリケア学会等閑逆3団体の認定医制度を拡  
充  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお惹きください。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等 
○普及・啓発について（住民が、へき他動務医の生活面での実情を嘩解する  
ようにしていく）  

4へき地保位医療対策に関する今後の具体的支援方策  
（1）新たなへき地医療支援機捕の構築について  
第9次計画より活動してきたへき地医療支援粗描は、へき地診療所に勤務する  
医師等の支援機能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが最大  
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後機構が果たすべき役割や  
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが機構未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。  

1）新たなへき地医療支援機楕の位置づけについて  
へき地医療対策の各種事集を円滑かつ効峯的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機梢」を設置する。へき地医療支援也梢は、専任担当  
者を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代  
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって構成する「へき地保健医療  
対策に関する協持会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について  医療法改正（07年）で都道府県に設置が義務づけられた地域医療対策協議会   
実質的な助言・調整等を行う．  との連携、連動を密にすべき点を触れるべきではないでしょうか  
へき地医療支援機柵の運営主体は、これまでへき地医療支援の中核担ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療機関等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援機構の責任者として、へき  
地医療に関する業務に専念できるような環境を整えることが必要である。なお、  
ある程度長く勤務することが望まれる。  



骨子案（12／24現在）  委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお苫きください。）  

2）専任担当官（医師）のあり方について  
○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、機構の  
組織としての意識付けが重要であり、他職種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意注が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長く担当官として  
務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
（か現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管課に、  
へき地医療の勤務経験を持つ臨床医を専任担当官として配置すること、  
（診へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任担当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお復きください。）   

3）新たな支援機梢の役割について  
機構の位置づけとしては単なる支援機関ではなく、医局的な也能としてド  

クタープール也能やキャリアパス育成機能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援機柵の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
（かへき地医療拠点病院に対する医師派迫の要請  
②へき坤医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣登録業務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業掛こ係る指導・調整  
③へき地医療従事者に対する研修計画■プログラムの作成  
④総合的な診療支接事案の企画・調整  
⑤へき地医療拠点病院の活動評価   医師だけではなく、看証師、保鍵師らコメディカルに対しても機構の役割を拡大   
⑥へき地医療拠点病院における巡回■診療の実施に関すること  すべきではないか   
⑦へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール機能  
ー⑨へき地で勤務する医師のキャリアパスの揺築  
⑨へき他における地域医療の分析  
㊥）へき他医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
⑪へき地保健医療情報システムのデータ登録、更新及び管理  
・機構に地域医療に関するデータバンク的な役割も求められるのではないか。  
⑩就職の紹介斡旋、就職相談、その他就暇に関する情報提供  
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

4）へき地医療支援機捕に対する評価について  
へき地医療支援機構の活動については、当該機輔の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援機  
様に必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、へき地医療支援機捕の活動状況について積極的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指棟・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする  

5）新たなへき地医療支援機捕Iこ対する支援方策について  
○機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町村は長崎や島根の  
ように広域連合を作り、臨床研修病院を持つなどしてマンパワーを確保する努  
力が必要との意見もあった。  



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお惹きください。）   

（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの稲築について  
1）医師の育成過程等におけるへき地医療への動機付けのあり方等について   
○ へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし   
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし   
てプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら   
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす   
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地   
域医療修了医」というような肩書きを与えることも大きな動稔付けになることも   
考えられる  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地   
医療支援機絹）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大字   

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取   
組が必要（再掲）   

○ 地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら   
い、具体化することは非常に重要   
○ 大学の医学教育において、へき地医療支援機梢に関することをカリキュラ   
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）   

2）安心して勤掛生活できるキャリアパスの構築について  
へき地勤務医等が、自分のキャリア形成や家族への＃三野について心配するこ   
となく勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策   
について検討する   

ア キヤリアパスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支援などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定   
○ 勤務体制の中で休暇が臨概応変に取得できる体制の構築（産休・育休を   
含む）   

○ へき地での勤務に偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心   
としたローテート方式等）   
○ へき地医療・総合医に特化した研修病院が必要   
O「身分上の制約」に対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える   
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組粒が必要   
○ 自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき他動務をすると片道切符に   
なってしまうという状況がある。ある程度へき地勤務をした後、どこかのポストに   
戻り、さらに希望すればまたへき地勤務に戻れるというサイクルを示すことがで   
きれば、へき地勤務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も   
咽えると思う。   

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、任正、削除、その他ご自由にお逝き〈ださい。）   

イ キャリアを評価する仕組みについて  
○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げてい〈ために、へき地・雛鳥   
での診療経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが   
必要   

ウ その他  
○ 自治体病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ   
ンセンティブにPRすればへき地医療に専念してもよいという医師の定罰が見込   
めるのではないか。   

（3）へき地等における医療提供体制に対する支援について   
へき地診傭所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域   

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である   
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について   
○ へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動掛寸けを与えるような   
支援が必要。   
○ へき地医療拠点病院の指定要件にういて見直すべきではないか。例え   
ぱ、総合医がいて、臨床研修病院セあることを要件として位置づけるような指   
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら   
れるように、この検討会で何らかの案を提示できないか。   
○ へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4   
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしうかりテコ入れをしな   
くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい   
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。   

2）へき地診療所に対する支援について  
○ へき地診療所の施設整備の拡充について   

3）情報通信技術（1T）による診療支援について  

4）ドクターヘリの活用について  

－32－   



骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお沓きください。）   

5）その他  

0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  
対策も考えてほしい。  

○地域における病院間の速達携をしっかりと取り、そこにへき弛も組み込  
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負  
けてしまう。  

（4）へき地等における歯科医療体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

（5）へき地等の医療機瀾に従事するコメディカルについて  
○へき地等における看荘職の確保対策について  

医師以外の医療職（例えば看拡師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連  
携をどうするか   

∇
l
■
 
 
 



へき地保健医療対策検討会報告苫骨子案に関するご意見について  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお審きください。）   

3へき地等における医療提供体制を輔簗する各主体の役割として求められる  
こと   これまでは、あまりにもへき地医療や枚急など行政的な医療に対するマンパ   
（1）都道府県の役割として求められること   ワーが少なかった。今後は、自治医大生だけでなく地域枠の医師も期待でき   
○ 地域医療の分析を行った上で、先進事例を参考にして、各都道府県が改善  る。ただし、しっかりと仕組みを作らないと、有効な活用は出きない。大切なこと   
策を策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国がそのフォロー  は、目標の設定、と目標を速させる計画だと思う。学生時代から目的意識を強く   
アップを行うような仕組みを作るべき   持たせ、総合医としてへき地でも都市部の病院でも勤務できるよう、救急総合   
○ 地域枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着率を上  診療を中心に研修・勤務できる地域医療研修センターなどの仕組みの構築が1   
げるための方策について検討することが重要。   つ、人事ローテーションや、勤務で公平な運営ができるよう人事組綴の棟梁が   
○ 地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地  1つ、さらに計画の策定を行う組綴の構築の3つが必要だと思う。特に、人事は   
医療支援機様）は積極的に当該学生とコ≡ユニケーションを図るとともに、大学  ストックではなく、フローの管理であり、きめ細かな対応をする人事組拉がきち   

と機構が協同して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要。   

学生時代に、地域医療調査で家庭訪問することや現地での、住民や行政を交  
（2）市町村（へき地を有する）の役割として求められること  えてのワークショップなどで地域との交流を深めることや地域の自分たちへの   
○市町村として、医師がへき地での勤務を楽しみ、充実してもらえるように努  
力することが必要。   の受入など積極的に対応すべき。休暇や、研修で代診を確保するなどの支援  

l′．ヽ′昔   

（3）国の役割として求められること  
「総会医jについては、積極的に推進すべきであるが、むしろ、医学教育全般の  

○地域の医療を担う「総合医」を国が推進する必要  
問題で、必ずしも国の役割ではないのでないかと思う。国は各都道府県の計画  
の、実施を支援する仕組みの梢染が重要。例、支援機捕の活動状況、教育、  

○各都道府県が策定した改善案について国がフォローアップを行うべき。     人事租撞、策定会音義の状況などのまとめ、公表。   

（4）大字の役割として求められること  
「総合医」のカリキュラムや、活動日楳が、大学の活動と一致しないことが多く、  

○大学の医学教育において、へき地医療支援機捕のし〈みに関することをカリ キュラムに盛り込んでいくことが必要 
。  

○医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地域医療修7医」  

というような肩沓きを与える。  
が重要。   

（5）学会等の役割として求められること   3団体の活動を見守り、その後へき地医療の認定制度を輔簗することは、問題   
○ 総合医の確保策としてプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度を拡  ないと考える。ただし3団体の内容が問題で、実際、十分な研修体制や、指導   
充   者の育成がなされているのかが問題。   

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

（6）医療の提供を受ける住民側に求められる意識等  
医師と住民のトラブルも少なくない、医師が地域では弱い立場であることが多  

○普及・啓発について（住民が、へき他動繹医の生活面での実情を理解する ようにしていく）   く。現地での紛争になる前に、意見を聴取する窓口的機関が欲しい。   

4へき地保艇医療対策に関する今後の具体的支提方策  
（1）新たなへき地医療支援機輔の構築について   へき地医煎支援病院群、へき地診療所といった、現地での体制は構築できてき   
第9次計画より活動してきたへき地医療支援機捕は、へき地診療所に勤務する  た。11次では、最重点事業は、へき地医療教育研修・支援病院つまり、へき地   
医師等の支援機能等、代診医のリソースマネジメントを的確に行うことが浪大  の医師の教育研修、支援を行い、人事の機能の中枢の根能も有し、へき地医   
の任務であり、さらなる向上が必要である一方、今後松柏が果たすべき役割や  療を担う医師たちの基地となる拙能をする施設を、各都道府県に2つ程度確保   
位置づけを明確化していく必要がある。また、へき地を有しているが也捕未設  
置の県については、設置を行うようにすべきである。   

1）新たなへき地医療支援機縞の位置づけについて  
へき地医療対策の各種事菜を円滑かつ効率的に実施するため、各都道府県に  
1箇所「へき地医療支援機構」を設置する。へき地医療支援機構は、専任担当  
者を置く。また、へき地医療拠点病院の代表、地域医師会・歯科医師会の代  
表、市町村の実務者、地域住民の代表等によって構成する「へき地保健医療  先に牡能に加え、各都道府県に、「へき地医療研修支援病院」を置〈。1．救急   
対策に関する協議会」において、へき地医療対策の各種事業の実施について  総合診療科の遷宮と学生時代から「総合医」を育成する研修センター職能。2．   
実質的な助言・調整等を行う。   代診を含めた人事組積の運営。3．へき地を担う医師のべ一スキャンプ的な牡   
へき地医療支桂根楕の遷宮主体は、これまでへき地医療支援の中核迫ってき  
た、あるいは担い得る都道府県又は医療塩閣等とし、専任担当者はへき地で  
の診療経験を有する医師であって、へき地医療支援根橘の責任者として、へき  
地医療に関する業矧こ専念できるような環境を整えることが必要である。なお、  
ある程度長〈勤務することが望まれる。   



委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）  骨子案（12／24現在）   

2）専任担当官（医師）のあり方について  

○ 専任担当官（医師）のあり方としては、現場のキーとして、機構の  
組持としての意識付けが重要であり、他陪種を巻き込んだチームでの対応が必  
要。例えば、自治医大卒や地域枠出身者はそもそも意亘鼓が高いので、まずここ  
をピックアップして活用することが考えられる。また、ある程度長く担当官として  
務められるようにすることが重要  
○ 専任担当官（医師）の勤務内容としては、へき地医療に専念するようなエ夫  
が必要であり、例えば、  
①現場の医師と行政とのパイプ役が必要であり、都道府県の医務主管言割こ、  
へき地医療の勤務栓抜を持つ臨床医を専任担当官として配置すること  
②へき地診療所の現地視察を行って、実際に状況を聞いたり首長と意見交換  
をしたりすることも必要である。  
なお、専任檀当官については、必ずしも「専任」しておらず、「兼任  
」担当官になっているところも多い。しかし、「専任」でも「兼任」でも支出される補  
助金が同じというのはおかしいので、地域の実状を留意しつつ、まず専任担当  
官の定義をはっきりと決め、その上で専任担当官を配置できないなら兼任担当  
官でカバーするとか、兼任担当官を複数配置するとかで対応することを認めて  
もよいのではないか。  

専任担当官は、色々な役割があるが、奨学生や研修医との距離が速いと問  
題。臨床家で総合医、できれば「へき地医療研修・支援病院」の中核的な医師  
であることが望ましい。  

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお客きください。）   

3）新たな支援機楕の役割について  
機構の位置づけとしては単なる支援機関ではなく、医局的な機能としてド  

クタープール扱能やキャリアパス育成枚能も持たせることが肝要である。  
へき地医療支援機硝の具体的な役割については、以下の事項があげられる。  
①へき地医療拠点病院に対する医師派遣の要綿  
②へき地医療拠点病院における医師・歯科医師等の派遣登韓業務及び当該  
人材のへき地診療所等への派遣業掛こ係る指導・調整  
③へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成  
④総合的な診療支援事業の企画・調整   左記の也能に加え、リソースマネジメント組織であり、研修職能、奨学生、研倍   
（勤へき地医療拠点病院の活動評価   直の基地となる「へき地医療研修支援病院」を認定し祖ここに支援機捕の事務   
⑥へき地医療拠点病院における巡回診療の実施に関すること   局機能や専任担当官が勤務するようにすることが大切。ぱらぱらに分散してい   
⑦へき地医療機関へ派遣する医師を確保するドクタープール機能  ては、マンパーを多く必要とするへき地医療という国難な目標は達成できない。   
⑧へき地で勤務する医師のキャリア／くスの梢築  
⑨へき他における地域医療の分析  
⑩へき地医療拠点病院においてへき地医療支援に従事している医  
師に対する研究費の配分  
（抄へき地保健医療情報システムのデータ量録、更新及び管理  
・拙矧こ地域医療lこ関するデータバンク的な役割も求められるのではないか。  

⑫就職の紹介斡旋、就職相談、その他就鞍lこ関する情報提供  
・医師がへき地から離れる場合の斡旋もきちんとやっていくべき  

4）へき地医療支援機鰍こ対する評価について  
へき地医療支援機構の活動に？いては、当該機捕の設置されている都道府県  
のへき地医療担当部局が評価し、当該評価結果に基づいてへき地医療支援鞍  
輔に必要な指導を行う。また、都道府県は、評価結果及び指導の内容等を含  
め、へき地医療支援職構の活動状況について積極的に情報公開を行う。なお、  
国は、都道府県に対し、評価指標・方法の研究開発等の技術的支援を行うもの  
とする   

5）新たなへき地医療支援機棉に対する支援方策について  
広域連合は有効だが、内部の医師のキャリアプランや人事のネットワークなど  
を持ち、きめ細かな対応をしないと、目標達成が蝮先してしまう恐れがあり、十  

○機構だけでは限界があり、医師確保の手法として、市町村は長崎や島根の ように広域連合を作り 
、臨床研修病院を持つなどしてマンパワーを確保する努  

力が必要との意見もあった。  
動するといった状況が、確保できるかが問領。広域行政は、都道府県の指導力  
が問題、意思決定が肉雑になる可能性がある。  

、
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（2）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築について  
1）医師の育成過毒呈等におけるへき地医療への動根付けのあり方等について  
○へき地だけにこだわらず、地域医療全体を見渡して、地域に根ざし  
た医師をどう育てるかという仕組みが必要であり、例えば、総合医の確保策とし  
てプライマリケア学会等関連3団体の認定医制度の拡充もー手段として考えら  
れる一方、本人や周囲への意識付けと、本人のステップアップの双方を満たす  
ような制度として、医学教育の中で統一したカリキュラムを履修した医師は「地  、これまでは既存の組撞の寄せ集めでへき地医療を構築してきた。地域枠や奨   
域医療修7医」というような肩書きを与えることも大きな動機付けになることも  
考えられる  ソースが一元的に自主的に穣要される体制の整備が必要。十分なマンパワー  
○地域枠や奨学金枠の学生のモチベーション維持のため、都道府県（へき地   
医療支援拙梯）は積極的に当該学生とコミュニケーションを図るとともに、大学  
と也構が憾属して地域枠等の学生に対して地域医療に動機付けするような取  
組が必要（再掲）  
○地域枠の学生へのプログラムについて、地域医療の経験者に入ってもら  
い、具体化することは非常に重要  
○大学の医学教育において、へき地医療支援機梢に関することをカリキュラ  
ムに盛り込んでいくことが必要（再掲）   

2）安心して勤務・生活できるキャリアパスの梯更について  
へき地勤務医等が、自分のキャリア形成や家族への影野について心配するこ  
とな〈勤務できるような、医師派遣（定期的な交代）の枠組み作りに必要な対策  

について検討する   療教育支援病院Jは重要。   

アキヤリアパスのあり方について  
○へき地勤務医の子育て、家族支援などを考慮に入れたキャリアデザインの  
策定  
○勤務体制の中で休唱が臨也応変に取得できる休制の輔黛（産休・育休を  
含む）  

○へき地での勤務に偏らないようにするための体制整備（拠点病院等を中心  
としたローテート方式等）   「へき地医療研修支援病院」に支援租梢や、奨学生の研修拙能、人事ローテー   
○ へき地医療1総合医に特化した研修病院が必要   ションの租能を持たせることが重要。一括してリソースを管理し、自主的な道営   
O「身分上の制約Jに対しては、「安心して一生を託していいんだよ」と言える  
ようなへき地医療を担う全国的なネットワーク組織が必要  
○自治医大卒医師の場合、義務年限明けにへき地勤務をすると片道切符に  
なってしまうという状況がある。ある程度へき他動務をした後、どこかのポストに  
戻り、さらに希望すればまたへき他動矧＝戻れるというサイクルを示すことがで  
きれば、へき他動務医になるのによほどの覚悟を示さなくてもよくなり、なり手も  
咽えると思う。   

骨子案（12／24現在）   委員意見（追加、修正、削除、その他ご自由にお聾き〈ださい。）   

イキャリアを評価する仕組みについて  
そのためには、独自の組拉や、運営する事務組積、ベースキャンプなどが必要  

○へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地■離島 での診療経験や機構での勤務を評価して 
、キャリアになるような仕組み作りが 必   、へ研」にへ医支 
要  

ウその他  
○自治体病院等の公務員医師として採用し、給与と身分を保障することをイ ンセンティブにPRればへき地医療にしてもよいとい師の定弟が込  

す専念う医見  
めるのではないか。   

（3）へき地等における医療提供休制に対する支援について  
へき地診療所を支えるへき地医療拠点病院等地域の中核的な病院を地域  

全体で支援する具体的な仕組みについて検討していくことが必要である  
1）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  
○へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動組付けを与えるような  
支援が必要。   「へき地医療研修拠点病院」：1．救急総合診療科の運営2．へき地医療支援機   
○ へき地医療拠点病院の指定要件について見直すべきではないか。例え  捕の運営3．研修人事ローテーションの運営4．奨学生、研修医の指導研修セ   
ぱ、総合医がいて、臨床研修病院であることを要件として位置づけるような指  ンターの運営5．へき地医療計画策定会桟の遷宮といった触能を持たせ、窓口   
定基準の見直しやあり方の見直しをし、指定されることによってメリットを受けら  
れるように、この検討会で何らかの案を提示できないか。  
○へき地医療拠点病院となっている病院のほとんどは、その地域における4  
疾病5事業の担い手でもあり、モノ・ヒトカネを投入してしっかリテコ入れをしな  
くてはいけない。任せられている役割がしっかりと担える体制を作らなければい  
けないし、都道府県がしっかりやるということが必要。   

2）へき地診療所に対する支援について  
○へき地診療所の施設整備の拡充について  

3）情報通信技術（汀）による診療支援について   ブロードバンドの一層の普及。TV会言姦などの設置。   

4）ドゥターヘリの活用について   ヘリ巡回診療、医師の搬送も加えてほしい。   

－－36－   
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5）その他  
0200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っており、このような中小病院  
対策も考えてほしい。  

○地域における病院間の速達挽をしつかりと取り、そこにへき弛も組み込  
むという体制でないといけない。単なる医師の取り合いになっては、へき地は負  
けてしまう。  

（4）へき地等における歯科医療体制について  
○へき地等における歯科医療ネットワークについて  

（5）へき地等の医療機関に従事するコメディカルについて  
○へき地等における看証職の確保対策について  

医師以外の医療取（例えば看註師や薬剤師）の人材確保や保健分野との連  
携をどうするか  

⑰  

‾ ▼「丁薫   




